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井
伊
直
弼
試
論

～
幕
末
政
争
の
一
断
面
～
（
中
の
二
）

菊

地

久

序

蝦
夷
地
分
領
化
を
手
掛
か
り
に

一

阿
部
正
弘
病
没
以
降

二

井
伊
直
弼
大
老
就
任
（
以
上
⽝
北
海
学
園
大
学
五
〇
周
年
記
念
論

文
集
⽞）

三

幕
府
権
力
の
内
で
、
枢
機
の
掌
握
へ
（⽝
北
海
学
園
法
学
研
究
⽞
第

五
三
巻
第
四
号
）

挿
入
項

⽛
水
老
公
⽜
主
従
と
井
伊
・
上
（
本
号
）

〃

〃

・
下

四

幕
府
権
力
の
内
で
、⽛
御
用
⽜
と
⽛
暴
政
⽜

五

藩
際
社
会
の
中
で

結

大
獄
に
関
連
し
て

挿
入
項

⽛
水
老
公
⽜
主
従
と
井
伊
・
上

遠
回
り
つ
い
で
に
別
の
門
扉
、
井
伊
の
サ
イ
ド
か
ら
⽛
隠
謀
⽜⽛
悪
謀
⽜
方
の
本
拠
と
目
さ
れ
た
水
戸
徳
川
の
戸
口
か
ら
入
っ
て
み
た
い
。
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過
度
に
振
れ
て
挿
入
の
項
立
て
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
何
を
見
よ
う
と
す
る
か
は
末
尾
で
触
れ
る
。

さ
て
、
大
老
井
伊
の
⽛
暴
政
⽜
か
ら
二
年
強
遡
っ
て
安
政
三
年
の
四
月
末
か
ら
五
月
初
め
、⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
は
⽛
水
戸
屋
形
毒
害
一
件
⽜

と
題
し
て
同
藩
で
相
当
数
の
藩
士
処
分
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
記
す
。
結
城
寅
寿
の
処
断
で
知
ら
れ
る
一
件
で
、
藩
の
評
定
所
か
ら
は
国
元

の
⽛
寅
寿
事
⽜
結
城
新
蔵
に
⽛
一
代
御
預
⽜
で
幽
閉
中
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
ひ
そ
か
に
⽛
同
意
之
者
⽜
に
通
じ
た
と
し
て
⽛
死
罪
⽜⽛
切

腹
⽜、
他
に
江
戸
藩
邸
の
奥
医
師
で
あ
っ
た
一
名
が
⽛
結
城
寅
寿
同
意
之
旨
受
継
⽜
い
で
⽛
万
一
⽜
に
備
え
⽛
毒
薬
調
剤
⽜
し
た
と
し
て
⽛
斬

罪
⽜
を
申
し
渡
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
手
始
め
に
一
斉
処
分
が
行
わ
れ
、
結
城
の
家
督
を
受
け
つ
い
だ
子
が
連
座
で
闕
所
揚
屋
入
り
、
さ
ら

に
門
閥
上
士
か
ら
中
下
士
、
在
村
郷
士
や
元
郎
党
に
及
ぶ
三
〇
余
名
が
結
城
に
⽛
同
意
⽜
し
て
様
々
な
⽛
奸
謀
⽜
を
働
い
た
と
し
て
下
獄
・

隠
居
謹
慎
・
家
禄
削
減
、
そ
の
他
没
後
追
罰
等
の
処
分
に
付
さ
れ
た
（
⚑
）。

実
は
、
藩
士
処
分
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
月
に
か
ね
て
監
視
の
結
城
派
有
力
メ
ン
バ
ー
が
⽛
出
奔
⽜
し
、
こ
れ
に
よ
り
縁
者

や
配
下
軽
輩
、
村
方
の
者
三
〇
余
名
が
幽
閉
あ
る
い
は
取
調
入
牢
と
な
る
（
⚒
）。
以
後
の
探
索
は
思
う
に
ま
か
せ
ず
、
や
が
て
四
月
五
月
の
一

斉
処
分
に
つ
な
が
っ
た
が
、
一
二
月
に
よ
う
や
く
⽛
出
奔
⽜
メ
ン
バ
ー
の
剣
戟
を
と
も
な
う
捕
縛
と
な
り
、
翌
四
年
八
月
に
当
事
者
三
名

が
⽛
斬
罪
⽜、
他
に
共
謀
を
疑
わ
れ
た
五
、
六
名
が
下
獄
・
謹
慎
・
家
禄
削
減
等
に
い
た
る
（
⚓
）。
獄
中
死
も
あ
り
、
明
ら
か
に
世
上
で
知
ら
れ

る
以
上
の
騒
動
で
あ
っ
た
（
⚔
）。

⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
に
国
元
を
中
心
と
す
る
右
の
始
終
の
言
及
は
な
い
。
た
だ
そ
の
代
わ
り
と
い
う
べ
き
か
、
四
月
五
月
の
処
分
に
続
け
て

は
江
戸
市
中
へ
の
思
わ
ぬ
波
紋
が
語
ら
れ
る
。
水
戸
親
戚
筋
の
連
枝
複
数
や
附
家
老
ら
が
事
件
を
受
け
て
夜
分
ひ
そ
か
に
小
石
川
の
上
屋

敷
を
訪
ね
た
ら
し
い
が
、
そ
の
大
名
駕
籠
の
一
行
を
目
撃
し
た
者
た
ち
が
⽛
夜
中
之
行
列
珍
敷
故
⽜
に
ひ
ど
く
驚
き
、
お
ま
け
に
灯
火
を

吹
き
消
し
て
暗
闇
に
紛
れ
門
内
に
駆
け
込
む
様
子
に
目
を
疑
っ
て
⽛
水
戸
家
ニ
て
ハ
、
大
勢
人
を
殺
せ
し
故
ニ
、
其
怨
念
の
幽
霊
行
列
致

し
⽜
と
噂
し
あ
っ
た
と
い
う
。
以
後
も
雨
中
に
烟
っ
て
⽛
霧
の
如
く
⽜、
あ
る
い
は
足
元
が
見
え
ず
⽛
空
中
を
通
行
⽜
す
る
行
列
の
目
撃
談
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が
続
き
、
幽
霊
話
に
は
い
か
に
も
の
尾
ひ
れ
が
つ
い
て
市
中
に
広
が
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
梅
雨
時
か
ら
夏
場
へ
と
⽛
夜
明
か
し
ニ
見
物

群
集
致
し
⽜、
近
場
の
橋
筋
河
岸
筋
の
客
商
売
は
飲
み
食
い
の
小
商
い
を
中
心
に
⽛
大
仕
合
せ
⽜⽛
大
繁
昌
⽜
で
あ
っ
た
と
い
う
（
⚕
）。

こ
の
逸
話
は
、
案
外
、
事
の
真
相
を
穿
つ
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
市
井
の
人
々
は
御
三
家
定
府
の
権
高
な
上
屋
敷
を
見
遣
り
な
が
ら
惨

酷
さ
に
眉
を
ひ
そ
め
て
幽
霊
話
を
し
、
や
が
て
無
遠
慮
な
物
見
遊
山
で
不
信
と
揶
揄
の
心
持
ち
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
そ
う
解
釈
で
き
る
の

で
あ
っ
て
、
現
に
水
戸
の
内
紛
に
関
わ
っ
て
藩
当
局
に
通
じ
た
橋
本
左
内
の
日
記
を
追
う
と
、
ど
う
に
も
そ
う
思
え
て
く
る
。
隠
語
混
じ

り
の
簡
略
な
記
述
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
常
識
的
な
少
数
意
見
を
押
し
切
っ
て
断
行
さ
れ
た
一
挙
の
粛
正
で
あ
る
。

三
年
一
月
の
⽛
出
奔
⽜
騒
ぎ
以
降
⽛
水
老
公
⽜
斉
昭
と
そ
の
周
辺
の
主
流
派
有
司
は
⽛
姦
党
⽜
結
城
派
の
先
行
を
疑
い
、
三
月
に
入
っ

て
脱
走
を
⽛
扶
助
致
候
者
⽜
を
中
心
に
そ
の
党
与
を
内
済
で
処
分
し
な
が
ら
な
お
焦
慮
が
お
さ
ま
ら
ず
（
⚖
）、
や
が
て
四
月
を
迎
え
て
は
左
内

が
日
記
に
刻
む
以
下
の
運
び
と
な
る
。
六
日
⽛
晝
后
原
田
八
兵
衛
来
訪
、
内
話
。
安
島
持
重
之
説
ハ
全
水
府
よ
り
上
邸
有
司
之
想
像
な
り

と
申
事
。
諸
有
司
一
統
旣
ニ
決
心
致
居
、
調
書
も
粗
出
来
上
り
候
と
申
事
⽜、
一
五
日
⽛
原
八
ヲ
訪
ふ
…
…
寒
黨
書
痴
（
姦
党
処
置
）
愈
確

定
、
諸
有
司
十
七
日
八
日
之
内
ニ
歸
國
と
申
事
⽜、
二
〇
日
⽛
菊
池
為
ヲ
訪
ふ
…
…
奸
處
智
（
姦
処
置
）
之
事
粗
高
橋
よ
り
承
及
候
由
（
⚗
）⽜。

当
面
の
様
子
見
を
促
す
⽛
持
重
之
説
⽜、⽛
奸
謀
⽜
に
は
未
だ
確
証
が
な
く
、
な
お
⽛
上
邸
有
司
之
想
像
⽜
に
と
ど
ま
る
と
い
う
判
断
は
無

視
さ
れ
る
。
極
刑
を
視
野
に
入
れ
て
評
定
所
送
り
が
企
図
さ
れ
、
も
は
や
真
偽
を
問
わ
ず
事
前
に
⽛
調
書
⽜
が
作
成
さ
れ
て
一
気
の
決
着

が
は
か
ら
れ
た
。
後
年
、
目
付
と
し
て
刑
の
執
行
に
立
ち
会
っ
た
者
が
⽛
結
城
は
ど
う
し
て
も
生
し
て
置
て
は
お
け
ぬ
ト
言
う
根
元
が
已

に
定
り
て
罪
案
を
造
り
し
や
う
な
り
⽜
と
漏
ら
し
て
い
た
が
（
⚘
）、
そ
の
言
葉
通
り
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。

処
分
は
明
ら
か
に
虚
偽
を
孕
み
、
司
法
司
直
を
便
利
使
い
す
る
に
等
し
い
。
程
な
く
そ
の
理
不
尽
を
示
唆
す
る
⽛
話
⽜
が
聞
こ
え
て
く

る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
日
記
五
月
一
一
日
の
条
に
は
⽛
菊
池
為
来
る
、
結
罰
（
結
城
処
罰
）
之
話
、
刑
を
拒
ミ
候
話
、
同
謀
を
怨
候
話
⽜

と
あ
る
（
⚙
）。
無
論
、
悪
評
が
広
が
る
こ
と
は
避
け
が
た
く
、
江
戸
市
中
へ
の
波
紋
は
そ
の
予
兆
に
す
ぎ
な
い
。
秋
口
を
迎
え
る
頃
、
国
元
福
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井
に
戻
っ
た
左
内
は
⽛
近
来
ハ
悪
事
取
沙
汰
甚
敷
相
成
候
様
子
（
10
）⽜
と
記
し
、
事
情
に
通
じ
た
⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
も
や
が
て
別
件
へ
の
言
及

で
そ
の
変
調
を
伝
え
る
こ
と
に
な
る
。
粛
正
か
ら
ほ
ゞ
一
年
後
、
既
出
の
鈴
木
藤
吉
郎
の
来
歴
を
記
す
中
で
水
戸
藩
へ
の
出
仕
に
触
れ
、

早
々
に
暇
乞
い
し
た
経
緯
を
⽛
水
戸
屋
形
毒
害
一
件
ニ
付
、
大
勢
御
仕
置
有
之
、
其
後
隠
居
も
不
評
判
ニ
而
一
向
ニ
登
城
も
無
之
様
ニ
相

成
候
ニ
付
、
最
早
行
止
り
な
り
と
早
く
も
藤
吉マ

マ

是
を
見
限
り
て
⽜
と
括
る
の
で
あ
る
（
11
）。

以
上
を
踏
ま
え
て
数
年
降
る
大
老
井
伊
直
弼
の
施
政
、
わ
け
て
も
そ
の
内
政
に
目
を
向
け
る
時
、
そ
こ
に
一
定
の
輪
郭
を
も
つ
稜
線
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
視
線
の
先
に
は
政
治
的
な
対
応
に
お
い
て
相
似
も
し
く
は
近
似
の
⽛
暴
政
⽜
が
あ
り
、
当
座
水
戸
で
⽛
持
重
之

説
⽜
を
主
張
し
た
安
島
帯
刀
や
そ
の
紛
擾
に
巻
き
込
ま
れ
た
橋
本
左
内
が
理
不
尽
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
手
前
足
元
か
ら
其
方
を
見
渡

せ
ば
、
い
ざ
と
な
れ
ば
無
理
押
し
を
厭
わ
ぬ
双
方
が
意
見
や
利
害
を
別
に
し
て
対
立
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
く
経
緯
が
横
た
わ
る
。

既
に
そ
れ
な
り
の
因
縁
が
あ
っ
て
、
互
い
に
不
信
と
憎
悪
を
募
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

実
を
い
え
ば
、
政
治
的
な
対
応
の
パ
タ
ー
ン
は
似
通
っ
て
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
配
役
、
挙
措
手
配
り
は
か
な
り
異
な
る
。
そ
の
違
い
は
、

や
が
て
両
者
が
正
面
切
っ
て
対
峙
す
る
中
で
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
こ
の
点
を
も
含
み
と
し
て
、
以
下
、
右
の
稜
線
を
あ
ら
か
じ
め
押
さ

え
て
お
き
た
い
。
井
伊
の
大
老
就
任
か
ら
二
ヶ
月
、
そ
の
枢
機
掌
握
ま
で
を
〈
永
田
町
の
政
治
〉
な
ら
ぬ
〈
千
代
田
城
の
政
治
〉
と
し
て

追
っ
て
き
た
本
稿
は
、
こ
れ
に
よ
り
視
野
を
今
一
段
広
げ
て
以
後
の
一
年
九
ヶ
月
に
臨
む
こ
と
に
な
る
。

敵
対
し
て
相
手
の
出
方
次
第
で
優
劣
が
入
れ
替
わ
る
な
ら
互
い
の
不
安
と
疑
念
は
つ
き
る
こ
と
が
な
く
、⽛
こ
の
相
互
不
信
diffi-

denceofoneanotherか
ら
自
己
を
安
全
に
し
て
お
く
に
は
、
だ
れ
に
と
っ
て
も
、
先
手
を
う
つ
こ
と
A
nticipation
ほ
ど
妥
当
な
方
法
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は
な
い
（
12
）⽜。
こ
れ
は
争
い
を
人
の
自
然
状
態
と
見
た
先
哲
が
そ
の
成
り
行
き
を
語
っ
て
の
一
節
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
自
己
保
全
の
た
め
の

手
出
し
早
手
回
し
は
必
ず
し
も
自
然
状
態
に
限
ら
ず
、
争
い
が
あ
れ
ば
何
処
に
で
も
現
出
し
、
と
り
わ
け
既
存
の
制
度
が
動
揺
し
て
状
況

化
が
進
行
し
は
じ
め
る
と
逐
次
頻
発
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

双
方
の
対
応
に
相
似
も
し
く
は
近
似
を
見
る
の
は
、
こ
の
点
と
関
わ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
右
の
動
き
に
行
き
当
た
る
の
で
あ
り
、

水
戸
に
つ
い
て
い
え
ば
主
流
派
有
司
が
⽛
姦
党
⽜
の
⽛
出
奔
⽜
に
虚
を
つ
か
れ
、
も
は
や
⽛
奸
謀
⽜
の
真
偽
如
何
を
問
わ
ず
粛
正
に
踏
み

切
っ
た
の
は
、
後
手
に
ま
わ
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
先
手
を
打
ち
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
お
の
れ
有
利
の
う
ち
に
上
手
か
ら
出
て
党
争

を
制
し
よ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
無
理
押
し
は
幕
府
枢
機
や
周
辺
の
溜
詰
譜
代
の
動
き
と
も
関
係

し
て
入
り
組
ん
だ
経
緯
を
へ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
単
純
で
、
権
力
を
保
持
す
る
側
が
党
派
友
敵
の
弁
別
に
拠
っ
て
臆

断
と
速
効
の
選
択
を
行
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
大
老
井
伊
直
弼
の
強
圧
政
治
も
、
あ
り
様
と
し
て
は
似
通
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

井
伊
は
幕
府
枢
機
の
過
半
を
押
さ
え
て
一
橋
派
の
有
司
や
諸
大
名
の
排
除
を
本
格
化
さ
せ
、
そ
れ
と
と
も
に
と
り
わ
け
⽛
水
老
公
⽜
主

従
の
圧
服
に
急
と
な
る
。
や
が
て
朝
廷
に
及
ぶ
そ
の
⽛
暴
政
⽜
が
相
手
方
の
⽛
隠
謀
⽜⽛
悪
謀
⽜
の
憶
測
に
根
差
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。
だ
が
、⽛
隠
謀
⽜⽛
悪
謀
⽜
個
々
の
真
偽
は
定
か
で
は
な
く
、
わ
け
て
も
⽛
水
老
公
⽜
斉
昭
に
よ
る
朝
廷
へ
の
攘
夷
入
説
に

関
し
て
は
そ
う
で
あ
り
、
従
来
は
誤
認
も
し
く
は
曲
解
に
近
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
13
）。
し
か
し
、
わ
ず
か
に
引
き
で
見
れ
ば
、
井
伊

の
サ
イ
ド
に
と
っ
て
謀
略
の
真
偽
如
何
は
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
い
ず
れ
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、⽛
隠
謀
⽜⽛
悪

謀
⽜
は
そ
の
真
偽
如
何
よ
り
も
敵
と
見
た
相
手
が
そ
う
し
た
選
択
肢
を
持
つ
と
い
う
点
で
看
過
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
当
方
不
利
も
し
く

は
先
行
き
不
穏
と
判
断
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
後
手
を
嫌
っ
て
先
手
を
打
ち
、
あ
る
い
は
上
手
か
ら
出
て
押
し
潰
す
よ
う
な
処
分
に
つ
な

が
っ
て
い
た
。
臆
断
と
速
効
の
選
択
が
な
さ
れ
と
い
う
点
で
水
戸
の
粛
正
断
行
と
さ
ほ
ど
違
わ
な
い
。

当
然
だ
が
、
既
存
の
合
議
分
掌
の
仕
組
み
の
中
で
こ
の
よ
う
な
無
理
押
し
が
た
や
す
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
虚
偽
を
厭
わ
ず
力
ず
く
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で
政
敵
を
排
除
す
る
と
い
う
な
ら
、
目
先
の
安
心
や
局
面
の
打
開
に
は
有
効
で
も
四
囲
の
悪
評
は
避
け
が
た
く
、
相
互
の
反
目
や
全
体
の

分
断
は
深
ま
っ
て
先
々
の
統
合
は
む
ず
か
し
く
な
る
。
そ
の
リ
ス
ク
は
事
後
に
あ
ら
わ
に
な
る
が
、
こ
れ
を
待
た
な
く
て
も
た
や
す
く
察

し
の
つ
く
こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
事
前
の
異
論
も
ま
た
根
強
い
。
事
な
か
れ
の
気
風
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
藩
政
と
幕
政
と
を
問
わ
ず
、
合

議
決
定
や
賛
助
執
行
を
取
り
つ
け
る
の
は
よ
ほ
ど
手
数
の
か
か
る
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
水
戸
の
粛
正
断
行
に
は
主
流
派
内
部

の
綱
引
き
と
そ
れ
を
へ
た
多
数
意
見
の
形
成
が
あ
り
、
こ
れ
を
介
し
た
決
定
実
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
井
伊
の
⽛
暴
政
⽜
に

は
上
か
ら
の
引
き
回
し
が
目
立
ち
、
次
第
に
専
制
政
治
へ
の
移
行
と
い
っ
た
様
相
を
呈
す
る
ま
で
に
な
る
。
も
は
や
枢
機
多
数
を
掌
握
し

て
実
務
要
路
の
交
代
を
は
か
る
だ
け
で
は
お
さ
ま
ら
ず
、
個
別
の
案
件
ご
と
に
表
裏
の
誘
導
を
試
み
て
異
論
や
不
服
従
に
は
さ
ら
な
る
入

れ
替
え
人
事
で
報
い
、
そ
の
繰
り
返
し
の
中
で
自
身
の
指
示
や
裁
可
を
仰
ぐ
態
勢
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
右
の
態
勢
は
、
脱
走
の
水
戸
藩
士
を
中
心
と
す
る
桜
田
門
外
の
井
伊
直
弼
暗
殺
で
一
挙
に
崩
壊
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
直
接
行

動
の
謀
主
と
な
っ
た
の
は
、
齢
四
〇
か
ら
五
〇
に
及
ぶ
高
橋
多
一
郎
や
金
子
孫
二
郎
等
、
か
っ
て
水
戸
の
粛
正
で
他
の
幾
人
か
と
と
も
に

決
定
と
執
行
を
リ
ー
ド
し
た
要
路
の
急
進
分
子
で
あ
っ
た
。
巡
り
合
わ
せ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
が
、
勿
論
、
偶
然
の
巡
り
合
わ
せ
で
は
な

い
。⽛
水
老
公
⽜
斉
昭
の
復
権
と
と
も
に
要
路
に
返
り
咲
い
た
主
流
派
有
司
に
あ
っ
て
、
そ
の
急
進
分
子
は
な
お
主
流
派
が
多
数
と
は
い
え

な
い
中
で
対
抗
勢
力
の
排
除
を
試
み
、
そ
れ
と
と
も
に
郷
校
の
増
設
等
を
は
か
っ
て
下
士
軽
輩
も
在
方
の
帯
刀
身
分
へ
と
同
調
勢
力
を
拡

大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
動
き
は
、
江
戸
表
で
斉
昭
が
井
伊
直
弼
や
松
平
頼
胤
ら
⽛
溜
詰
⽜⽛
溜
間
一
同
⽜
上
席
と
の
競
り
合
い
で
意
外
の
躓

き
を
見
せ
る
と
藩
内
粛
正
の
断
行
へ
と
飛
躍
し
、
や
が
て
井
伊
が
大
老
と
な
っ
て
斉
昭
と
そ
の
周
辺
の
有
司
を
処
分
し
は
じ
め
る
と
今
度

は
頭
数
を
頼
ん
だ
集
団
的
抵
抗
へ
と
向
か
う
。
状
況
化
の
幕
を
切
っ
て
落
と
す
テ
ロ
ル
へ
の
突
出
は
、
そ
う
し
た
振
れ
幅
の
中
か
ら
派
生

し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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以
下
、
双
方
の
衝
突
以
前
、
そ
の
対
立
不
信
の
来
歴
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
回
り
道
も
過
度
に
振
れ
る
が
、
い
く
つ
か
見
過
ご
さ
れ

て
き
た
点
が
あ
り
、
そ
う
し
た
い
。
ま
ず
は
水
戸
の
粛
正
前
後
、
幕
府
枢
機
の
改
編
を
契
機
と
す
る
確
執
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

開
国
と
そ
の
拡
大
に
と
も
な
う
紛
擾
が
幕
府
枢
機
の
改
編
を
契
機
と
し
て
内
政
左
右
の
分
岐
と
対
立
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
、
既
に
老

中
阿
部
正
弘
の
病
没
に
よ
る
堀
田
正
睦
主
導
の
補
充
人
事
を
例
と
し
て
こ
れ
を
見
た
。
そ
れ
は
安
政
四
年
六
月
以
降
の
顛
末
だ
が
、
先
立

つ
二
年
八
月
以
降
の
阿
部
正
弘
に
よ
る
枢
機
改
編
も
内
に
波
紋
を
広
げ
た
と
い
う
点
で
は
同
様
で
、
翌
三
年
に
か
け
て
の
水
戸
の
内
紛
と

粛
正
は
そ
の
波
間
か
ら
浮
上
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
二
つ
の
枢
機
改
編
は
老
中
松
平
忠
固
（
忠
優
）・
松
平
乗
全
両
名
の
排
除
と
そ
の
再
任
・
昇
格
を
特
徴
と
す
る
。

こ
の
内
、
二
年
八
月
の
両
松
平
排
除
が
一
、
二
ヶ
月
前
の
阿
部
と
⽛
水
老
公
⽜
斉
昭
と
の
往
返
を
通
じ
て
固
ま
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
こ
と

は
、
折
か
ら
の
対
外
問
題
審
議
に
お
け
る
意
見
対
立
と
も
ど
も
既
に
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
14
）。
史
料
を
細
か
に
追
う
と
、
後
に

触
れ
る
よ
う
に
実
は
そ
の
往
返
の
か
な
り
前
、
元
年
（
嘉
永
七
）
年
の
八
月
前
後
に
は
枢
機
に
大
き
な
亀
裂
が
入
り
、
二
年
の
年
明
け
に

は
既
述
の
主
流
派
二
系
列
と
傍
流
両
松
平
に
分
か
れ
る
兆
候
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
間
、
主
流
派
二
系
列
の
中
心
で

あ
っ
た
阿
部
は
斉
昭
の
引
き
出
し
も
し
く
は
囲
い
込
み
を
模
索
し
て
お
り
、
そ
の
意
向
を
汲
ん
だ
動
き
を
見
せ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ど
う
や
ら
こ
ち
ら
の
帰
結
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
七
月
の
末
か
ら
八
月
の
初
め
、
両
松
平
の
引
き
籠
も
り
と
続
く
依

願
免
職
の
前
後
に
は
斉
昭
が
登
城
し
て
阿
部
を
督
励
、
慰
労
す
る
か
の
よ
う
な
動
き
を
示
し
（
15
）、
次
い
で
程
な
く
の
八
月
半
ば
、
後
任
人
事

が
注
目
さ
れ
る
中
で
最
初
の
発
令
と
な
っ
た
の
が
、
そ
の
斉
昭
に
対
す
る
政
務
参
与
・
隔
日
登
城
の
⽛
仰
出
⽜
で
あ
っ
た
。⽛
海
岸
防
禦
筋

幷
御
軍
制
改
正
等
之
儀
ニ
付
、
近
頃
は
月
々
三
度
登
城
⽜
に
と
ど
ま
っ
た
⽛
水
戸
前
中
納
言
⽜
に
対
し
て
、⽛
御
政
務
筋
⽜
に
つ
き
⽛
彼
是

万
端
御
相
談
之
儀
も
可
有
之
⽜
と
老
中
か
ら
の
相
談
待
ち
で
は
あ
れ
そ
の
職
掌
の
限
定
が
解
か
れ
、
し
か
も
⽛
此
後
は
隔
日
御
登
城
被
成

候
様
⽜
に
と
ペ
リ
ー
来
航
時
と
同
様
の
職
務
励
行
が
促
さ
れ
た
（
16
）。
あ
た
か
も
老
中
後
任
の
代
替
人
事
が
な
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
展
開
は
、
当
然
な
が
ら
反
斉
昭
も
し
く
は
両
松
平
に
つ
な
が
る
諸
勢
力
を
動
揺
さ
せ
る
。
溜
詰
譜
代
の
井
伊
直
弼
や
松
平
頼

胤
が
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。
半
月
を
へ
た
八
月
の
末
日
、
参
勤
交
代
で
江
戸
に
入
っ
た
井
伊
は
、
免
職
の
松
平
乗
全
と
近
か
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
以
上
の
成
り
行
き
に
⽛
水
戸
殿
氣
ニ
入
ら
ぬ
も
の
ハ
忽
チ
善
人
も
罪
セ
ら
れ
、
悪
人
も
御
氣
ニ
入
候
得
は
段
々
成
上
り
候
様
子
⽜

と
首
を
す
く
め
、⽛
水
府
老
公
ニ
は
我
等
も
に
ら
ま
れ
居
候
事
ニ
而
、如
何
様
之
サ
イ
ナ
ン
出
来
も
難
計
⽜と
国
元
の
天
台
寺
院
に
先
⽛々
異

變
無
之
⽜
の
⽛
祈
祷
⽜
を
依
頼
す
る
羽
目
に
な
る
（
17
）。
既
に
彦
根
発
足
の
直
前
、
在
府
を
続
け
る
溜
詰
の
先
任
、
高
松
藩
の
松
平
頼
胤
か
ら

は
枢
機
の
変
調
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
到
着
の
直
後
に
は
⽛
御
示
教
之
旨
堅
く
相
慎
居
候
間
、
御
安
慮
希
上
候
⽜
と
慎
重
を
期
す
る

旨
を
し
た
た
め
る
。
そ
し
て
、
し
ば
ら
く
ぶ
り
の
面
談
を
望
み
な
が
ら
、
相
手
先
高
松
の
上
屋
敷
・
中
屋
敷
は
神
田
川
を
挟
ん
で
宗
家
で

あ
る
水
戸
藩
上
屋
敷
の
真
向
か
い
見
附
越
し
両
サ
イ
ド
、⽛
貴
君
御
住
居
へ
参
上
⽜
を
厭
う
も
の
で
は
な
い
が
⽛
指
閊
之
筋
も
難
計
⽜、
外

桜
田
の
自
邸
に
⽛
御
来
駕
希
上
度
⽜
と
結
ぶ
の
で
あ
る
（
18
）。

こ
う
し
た
対
立
不
信
は
、
そ
も
そ
も
は
ペ
リ
ー
来
航
時
の
紛
議
の
中
で
生
じ
て
い
た
。
そ
の
顛
末
は
、
斉
昭
が
諸
侯
諮
問
に
応
じ
た
大

名
上
書
一
通
の
写
し
に
書
き
つ
け
た
⽛
私
批
⽜、⽛
存
之
外
姑
息
の
見
込
、
第
一
掃
部
抔
の
如
く
海
岸
固
め
被
仰
付
候
而
ハ
入
費
莫
大
と
恐

れ
候
口
氣
も
相
見
⽜⽛
此
節
御
譜
代
大
名
旗
本
の
論
ハ
弱
く
国
持
始
メ
天
下
の
物
論
ハ
強
く
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
ニ
て
歎
息
此
事
ニ
候
⽜
に
象

徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
（
19
）。
右
の
上
書
は
嘉
永
六
年
一
〇
月
に
提
出
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
頃
は
急
場
の
築
造
が
は
じ
ま
っ
た
品
川
沖
台

場
先
行
三
ヶ
所
の
大
名
預
か
り
を
め
ぐ
っ
て
綱
引
き
が
強
ま
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
斉
昭
が
⽛
掃
部
抔
の
如
く
⽜
と
井
伊
を
引
き
合
い
に

出
し
て
⽛
姑
息
⽜
を
い
う
の
は
、
そ
の
綱
引
き
に
お
い
て
と
り
わ
け
彼
の
分
担
忌
避
が
目
立
っ
た
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
幕
府
の
海
防
掛

諸
有
司
は
こ
れ
ま
で
江
戸
湾
の
湾
口
警
備
を
担
当
し
た
溜
詰
譜
代
を
中
心
と
す
る
内
陸
知
行
の
四
藩
、
彦
根
井
伊
と
会
津
・
忍
・
川
越
松

平
の
い
わ
ゆ
る
⽛
御
固
四
家
⽜
を
内
海
警
備
に
移
し
て
そ
の
台
場
預
か
り
を
考
え
、
海
防
参
与
で
当
初
反
対
の
斉
昭
も
や
が
て
こ
れ
を
追

認
し
て
四
藩
の
石
高
大
小
に
見
合
う
負
担
均
衡
を
は
か
ろ
う
と
し
た
（
20
）。
だ
が
、
当
主
と
な
っ
て
三
年
に
満
た
な
い
井
伊
直
弼
は
、
と
も
に
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四
〇
前
後
と
歳
が
近
く
⽛
御
近
親
御
懇
意
（
21
）⽜
で
も
あ
っ
た
高
松
藩
の
松
平
頼
胤
と
結
び
、
一
〇
代
後
半
で
当
主
に
就
い
た
ば
か
り
の
会
津

藩
松
平
容
保
を
巻
き
込
ん
で
（
22
）溜
間
定
席
の
三
家
、
い
わ
ゆ
る
常
溜
の
大
身
名
門
を
挙
げ
て
台
場
の
築
造
そ
の
も
の
に
反
対
す
る
意
見
集
約

を
試
み
る
（
23
）。
そ
し
て
、
容
保
が
躊
躇
を
示
す
中
、
遅
滞
す
る
意
見
の
集
約
に
先
立
っ
て
そ
の
趣
旨
を
阿
部
に
伝
え
（
24
）、
実
質
的
に
は
台
場
預

か
り
へ
の
強
い
牽
制
を
見
せ
て
い
た
。
結
果
と
し
て
彦
根
は
台
場
の
預
か
り
を
免
れ
た
が
（
25
）、
そ
の
た
め
に
審
議
に
与
っ
た
斉
昭
の
怒
り
も

避
け
が
た
く
、
近
侍
の
者
が
耳
に
し
た
そ
の
憤
懣
、⽛
格
別
之
御
家
柄
ニ
も
候
處
、
公
儀
御
政
事
向
御
構
も
不
被
為
御
平
穏
之
御
躰
…
…
思

召
通
ニ
も
相
成
兼
、
如
何
事
⽜
か
は
、
故
意
に
か
、
偶
然
に
か
、
井
伊
家
に
も
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
26
）。
幕
府
と
の
折
衝
役
を
つ
と
め

て
き
た
同
家
の
重
職
が
、
直
弼
に
対
し
て
そ
の
意
見
の
⽛
仰
上
⽜
を
も
っ
と
も
と
し
な
が
ら
同
時
に
⽛
不
計
他
之
難
を
被
為
引
負
候
様
ニ

成
行
可
申
も
難
計
（
27
）⽜
と
強
い
不
安
を
示
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
不
満
と
不
安
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
相
互
不
信
は
、
翌
安
政
元
（
嘉
永
七
年
）
年
一
月
の
ペ
リ
ー
再
来
航
に
際
し
て
意
見
が

分
か
れ
、
動
か
し
が
た
い
も
の
と
な
る
。
対
外
意
見
に
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
っ
て
斉
昭
や
そ
の
周
辺
に
⽛
譜
代
大
名
旗
本
の
論
ハ
弱
く
国
持
始

メ
天
下
の
物
論
ハ
強
く
⽜
と
見
え
た
の
は
、
各
藩
ご
と
の
危
機
感
や
備
え
の
有
無
遅
速
が
関
係
し
て
い
た
が
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
江
戸
湾
の
防
備
が
湾
口
か
ら
内
海
中
心
と
な
り
、
市
中
へ
の
脅
威
が
意
識
さ
れ
て
譜
代
外
様
の
別
を
問
わ
な
い
動
員
が
か
け
ら
れ
る

中
で
、
そ
の
先
兵
と
目
さ
れ
た
の
は
や
は
り
⽛
譜
代
大
名
旗
本
⽜、
と
り
わ
け
名
家
大
身
の
多
い
溜
詰
の
一
統
で
、
わ
け
て
も
早
く
か
ら
沿

岸
防
衛
に
駆
り
出
さ
れ
た
⽛
御
固
四
家
⽜
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
譜
代
も
そ
の
有
力
筋
に
お
い
て
開
国
要
求
へ
の
諾
否
が
そ
の

ま
ま
自
ら
の
危
険
負
担
の
有
無
大
小
に
つ
な
が
る
こ
と
を
意
味
し
、
彼
ら
の
対
外
意
見
を
自
ず
と
抑
制
的
な
も
の
と
し
た
。
既
に
諸
侯
諮

問
に
際
し
て
⽛
御
固
四
家
⽜
は
大
な
り
小
な
り
⽛
穏
便
之
御
處
置
⽜
を
説
き
（
28
）、
な
か
で
も
井
伊
は
⽛
暫
く
兵
端
を
不
開
、
年
月
を
経
て
必

勝
万
全
を
得
る
之
術
計
⽜
を
主
張
し
て
開
国
交
易
を
展
望
し
（
29
）、
会
津
松
平
も
ま
た
⽛
容
保
、
井
伊
直
弼
等
と
外
國
の
共
に
和
す
可
く
し
て

絶
つ
可
か
ら
ざ
る
情
況
を
建
言
⽜
し
た
の
で
あ
る
（
30
）。
だ
と
す
れ
ば
、
ペ
リ
ー
再
来
航
で
緊
迫
す
る
中
に
弱
腰
を
嘆
き
憤
る
⽛
水
老
公
⽜
と
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の
衝
突
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
艦
隊
が
初
回
の
来
航
時
に
倍
す
る
規
模
で
小
柴
沖
に
い
た
り
、
一
部
が
川
崎
辺
に
進
航
し
て
積
載
の
舟
を

下
ろ
し
羽
田
大
森
沖
の
測
量
を
行
う
示
威
行
動
に
出
た
時
、
竣
工
目
前
の
品
川
台
場
や
羽
田
大
森
辺
の
防
備
を
担
う
溜
詰
の
諸
侯
は
も
は

や
⽛
打
拂
ふ
べ
き
⽜
を
主
張
す
る
斉
昭
に
そ
の
不
可
を
主
張
し
て
譲
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。⽛
溜
詰
松
平
隠
岐
守
（
伊
予
松
山
藩
・
大
井
村

辺
分
担
）
井
伊
掃
部
頭
（
羽
田
大
森
辺
分
担
）
松
平
肥
後
守
（
会
津
藩
・
品
川
第
二
台
場
預
か
り
）
松
平
下
総
守
（
忍
藩
・
品
川
第
三
台

場
預
か
り
）
堀
田
備
中
守
（
下
総
佐
倉
藩
・
藩
領
千
葉
郡
寒
川
村
集
結
）
と
西
湖
の
間
ニ
て
夜
中
四
ツ
時
比
迄
⽜
議
論
を
重
ね
た
斉
昭
は
、

そ
の
成
り
行
き
を
後
に
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
記
す
。⽛
井
伊
ニ
て
今
戦
争
ニ
成
て
ハ
迚
も
勝
事
ハ
不
相
成
と
い
ふ
よ
り
、
溜
詰
ニ
て

ハ
肥
後
守
計
ハ
少
し
く
心
有
り
げ
ニ
見
え
た
れ
共
、
其
外
溜
詰
何
レ
も
畳
ニ
頭
を
付
て
打
拂
の
儀
ひ
た
す
ら
ニ
御
免
ニ
致
度
と
い
へ
ば
、

勢
州
（
阿
部
正
弘
）
初
も
其
意
ニ
成
た
り
、
お
し
き
事
な
り
き
（
31
）⽜。

対
外
問
題
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
意
見
対
立
は
そ
の
後
も
な
お
継
続
し
、
翌
二
年
八
月
の
枢
機
改
編
で
再
燃
の
気
配
を
示
す
。
斉
昭
の
政

務
参
与
発
令
に
わ
ず
か
に
先
ん
じ
て
、
争
点
と
な
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
測
量
船
か
ら
の
日
本
海
沿
岸
測
量
の
要
請
に
対
す
る
結
論
が
出
さ

れ
、
そ
の
拒
絶
及
び
交
渉
不
調
の
場
合
の
使
節
派
遣
が
伝
え
ら
れ
る
。
当
然
、
万
一
の
備
え
を
促
す
文
言
が
添
え
ら
れ
て
お
り
（
32
）、
井
伊
は

こ
れ
を
危
惧
し
て
⽛
手
ヲ
つ
く
し
候
上
ニ
右
之
場
所
（⽛
御
手
切
レ
ニ
相
成
合
戦
⽜）
ニ
至
り
候
事
は
致
方
も
な
く
候
へ
共
、
左
程
迄
之
御

骨
折
も
な
く
、
御
手
切
ニ
相
成
候
方
ヲ
主
と
致
候
様
成
事
ニ
而
は
一
大
事
と
申
も
の
⽜
と
記
す
こ
と
に
な
る
。
江
戸
入
り
の
直
後
、
彼
は

⽛
た
へ
す
貝
・
太
鼓
・
大
筒
之
音
の
ミ
さ
ハ
か
し
く
誠
ニ
い
や
な
心
持
⽜
を
強
い
ら
れ
て
お
り
（
33
）、
こ
れ
ま
で
通
り
の
⽛
穏
便
之
御
取
扱
⽜
を

伝
え
る
布
達
に
な
お
斉
昭
の
強
硬
論
に
引
き
ず
ら
れ
か
ね
な
い
危
う
さ
を
見
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
れ
か
ら
程
な
く
風
向
き
が
改
ま
る
。
一
〇
月
に
入
っ
て
す
ぐ
に
江
戸
大
地
震
、
混
乱
が
極
ま
る
中
で
老
中
の
跡
席
に
⽛
ラ
ン

ペ
キ
（
蘭
学
癖
）⽜
で
知
ら
れ
た
堀
田
正
睦
が
再
任
さ
れ
、
首
座
と
な
る
。
こ
と
さ
ら
に
⽛
ラ
ン
ペ
キ
⽜
を
言
い
立
て
た
の
は
斉
昭
だ
が
、

海
防
参
与
と
な
っ
た
際
に
そ
の
所
信
を
述
べ
た
⽝
海
防
愚
存
⽞
に
よ
れ
ば
⽛
外
夷
に
は
ハ
勝
事
不
能
⽜⽛
外
國
へ
往
来
致
し
廣
く
交
易
の
道
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を
通
じ
候
方
可
然
⽜
と
説
く
の
が
⽛
蘭
学
者
流
⽜
で
（
34
）、
な
る
ほ
ど
諸
侯
諮
問
に
応
じ
た
堀
田
の
意
見
は
こ
れ
に
近
か
っ
た
（
35
）。
ぺ
リ
ー
再
来

航
の
際
、⽛
西
湖
の
間
⽜
の
議
論
に
お
い
て
溜
詰
め
の
一
員
と
し
て
⽛
打
拂
の
儀
⽜
を
拒
ん
だ
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
の
堀
田
を
、
阿
部

は
人
事
を
め
ぐ
る
斉
昭
と
の
や
り
取
り
に
お
い
て
後
任
老
中
の
候
補
と
し
、⽛
愚
眼
に
て
は
大
任
擔
當
の
人
と
は
不
存
⽜と
押
し
返
さ
れ
る
（
36
）。

だ
が
、
結
局
は
自
ら
の
腹
案
に
従
っ
て
手
配
り
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
疑
念
に
か
ら
れ
た
の
は
今
度
は
当
の
斉
昭
、
さ
ら
に
彼

に
改
革
絡
み
の
期
待
を
寄
せ
て
い
た
親
藩
や
外
様
の
⽛
賢
侯
⽜
連
で
あ
っ
た
。

⽛
閣
中
之
様
子
内
〃
承
候
得
へ
は
、
堀
田
出
候
而
万
事
心
配
薄
相
成
候
と
申
向
有
之
候
哉
ニ
承
リ
申
候
⽜
と
は
島
津
斉
彬
が
松
平
慶
永
に

伝
え
た
風
聞
だ
が
、
対
外
政
策
絡
み
で
は
堀
田
が
斉
昭
へ
の
対
の
重
し
に
他
な
ら
ず
、
枢
機
で
そ
う
い
う
話
が
囁
か
れ
た
と
し
て
も
不
思

議
は
な
い
。
斉
彬
は
続
け
て
⽛
矢
張
阿
（
阿
部
正
弘
）
と
牧
（
牧
野
忠
雅
）
と
の
所
存
ニ
而
無
之
哉
⽜
と
し
、
主
流
派
二
系
列
の
協
議
も

し
く
は
双
方
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
か
ら
出
た
人
事
と
受
け
と
め
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
重
ね
て
は
⽛
溜
詰
よ
り
井
（
井
伊
直
弼
）
等
之

内
閣
中
之
儀
色
〃
申
候
故
、
其
為
選
挙
ニ
而
は
無
之
哉
⽜
と
も
語
り
（
37
）、
か
っ
て
堀
田
と
殿
席
を
同
じ
く
し
た
譜
代
有
力
筋
の
圧
力
を
疑
っ

て
い
た
。
同
様
の
疑
念
は
任
用
に
反
対
し
て
事
前
に
通
知
の
な
か
っ
た
斉
昭
に
は
と
り
わ
け
強
く
、
そ
の
言
に
よ
れ
ば
⽛
兼
〃
ラ
ン
ペ
キ

故
と
申
、
阿
も
不
好
下
官
も
不
好
候
處
何
レ
よ
り
の
建
白
ニ
て
相
成
候
哉
（
38
）⽜、
こ
う
し
た
思
い
込
み
に
動
か
さ
れ
る
ま
ゝ
に
堀
田
や
井
伊
、

高
松
松
平
へ
の
対
抗
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
大
き
な
躓
き
が
待
っ
て
い
た
こ
と
は
、
四
ヶ
月
後
の
翌
三
年
二
月
末
、
水
戸
の
当
主

で
あ
る
徳
川
慶
篤
が
慶
永
に
語
っ
た
斉
昭
の
近
況
に
窺
え
る
通
り
で
あ
る
。
慶
篤
に
よ
れ
ば
⽛
隠
居
之
登
営
も
近
来
は
従
公
邊
被
仰
出
候

迄
ハ
先
登
城
不
被
為
在
候
ニ
と
の
事
ニ
而
、
今
に
御
登
城
無
之
、
是
全
く
高
松
井
伊
之
黠
謀
ニ
も
可
有
之
哉
と
存
候
程
之
事
ニ
而
⽜
で

あ
っ
た
（
39
）。
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果
た
し
て
何
が
あ
っ
た
の
か
。
斉
昭
の
対
抗
は
表
と
裏
の
両
面
に
わ
た
る
が
、
表
の
方
は
外
目
か
ら
も
分
か
り
や
す
い
。
冒
頭
に
引
用

し
た
⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
は
江
戸
城
中
の
諸
事
に
も
詳
し
く
、
行
事
褒
賞
や
有
司
吏
僚
の
任
免
と
と
も
に
枢
機
の
出
欠
動
静
も
こ
れ
を
逐
一

記
す
。
遺
漏
も
あ
り
う
る
こ
と
と
し
て
斉
昭
の
⽛
登
城
⽜
如
何
を
追
う
と
、⽛
隔
日
御
登
城
⽜
の
筈
が
月
を
追
っ
て
間
遠
に
な
り
、
彼
の
⽛
拙

老
事
ハ
乍
案
山
子
も
時
〃
登
城
⽜
と
い
っ
た
皮
肉
混
じ
り
の
物
言
い
と
重
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
物
言
い
の
最
後
尾
は
三
年

一
月
の
下
旬
（
40
）、
実
は
こ
の
月
の
初
め
か
ら
⽝
日
記
⽞
の
記
事
に
は
⽛
水
戸
前
中
納
言
殿
、
平
川
口
か
ら
御
登
城
⽜
や
城
中
行
事
に
参
列
の

書
入
れ
が
消
え
、
斉
昭
自
身
も
ま
た
後
に
⽛
當
正
月
以
来
登
城
も
不
仕
候
へ
バ
（
41
）⽜
と
振
り
返
っ
て
そ
の
空
白
を
裏
づ
け
る
。
年
賀
儀
礼
に

お
い
て
さ
へ
不
在
病
欠
の
慣
例
に
倣
っ
て
⽛
名
代
を
以
、
御
太
刀
目
録
被
献
之
⽜
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
こ
と
が
⽛
老
中
披
露
⽜
さ
れ
た
だ

け
で
あ
っ
た
（
42
）。
前
年
一
二
月
に
は
一
橋
慶
喜
の
婚
儀
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
程
な
く
そ
の
異
母
妹
が
仙
台
藩
の
伊
達
慶
邦
に
⽛
被
仰
付
縁
組
⽜

て
お
り
（
43
）、
斉
昭
に
と
っ
て
は
初
旬
に
実
子
の
大
き
な
慶
事
が
続
い
て
そ
の
間
は
両
三
度
の
⽛
御
登
城
⽜
を
重
ね
て
い
た
。
だ
が
、
中
旬
か

ら
は
再
び
足
が
遠
の
き
、年
明
け
は
諸
大
名
拝
謁
の
式
事
を
欠
席
し
て
以
降
も
長
々
と⽛
登
城
も
不
仕
⽜、あ
る
い
は
枢
機
で
一
悶
着
が
あ
っ

た
の
か
と
思
わ
せ
る
。
案
の
定
、
こ
れ
を
示
唆
す
る
よ
う
に
今
度
は
老
中
首
座
の
堀
田
が
年
賀
儀
礼
の
一
段
落
し
た
八
日
に
⽛
備
中
守
不

快
、
今
日
登
城
無
之
（
44
）⽜、
以
降
二
〇
日
を
超
え
る
不
在
と
な
っ
て
後
に
触
れ
る
よ
う
な
ザ
ワ
つ
き
を
も
た
ら
す
。

振
り
返
れ
ば
二
年
一
一
月
の
初
旬
に
は
堀
田
と
斉
昭
と
が
交
互
に
⽛
不
快
⽜
を
申
し
立
て
て
登
城
せ
ず
、
お
ま
け
に
以
降
は
堀
田
⽛
登

城
⽜
と
背
中
合
わ
せ
に
斉
昭
が
半
月
近
く
の
不
在
、
早
く
も
枢
機
で
の
齟
齬
を
思
わ
せ
る
事
態
と
な
っ
て
い
た
（
45
）。
年
明
け
一
月
は
そ
う
し

た
顔
合
わ
せ
の
敬
遠
が
前
月
半
ば
か
ら
続
い
て
程
な
く
双
方
共
々
の
不
在
に
い
た
り
、
両
者
を
登
用
し
た
阿
部
正
弘
に
改
め
て
ど
ち
ら
を

信
任
す
る
か
を
問
い
か
け
る
よ
う
な
成
り
行
き
と
な
る
。
結
果
は
、
一
月
下
旬
に
数
日
に
わ
た
っ
て
⽛
伊
勢
守
（
阿
部
）
不
快
、
今
日
登

城
無
之
⽜、
入
れ
替
わ
り
交
代
で
翌
月
に
か
け
⽛
大
和
守
（
久
世
広
周
）
不
快
、
今
日
登
城
無
之
⽜、
そ
う
し
た
中
で
よ
う
や
く
晦
日
前
日

に
⽛
備
中
守
快
、
今
日
登
城
（
46
）⽜、
ど
う
や
ら
阿
部
ー
久
世
の
ラ
イ
ン
が
堀
田
の
引
き
出
し
に
動
い
た
よ
う
で
、
そ
の
暗
々
裡
の
条
件
と
な
っ
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た
の
が
お
そ
ら
く
は
斉
昭
に
対
す
る
⽛
御
沙
汰
有
之
迄
御
登
城
ニ
不
及
⽜
と
い
う
登
城
停
止
で
あ
っ
た
。
後
に
伊
達
宗
城
が
斉
彬
か
ら
伝

え
聞
い
た
阿
部
の
打
ち
明
け
話
は
、
そ
の
大
凡
を
伝
え
て
く
れ
る
。
阿
部
の
説
明
で
は
、
斉
昭
が
堀
田
を
⽛
厳
敷
御
き
め
付
⽜、
あ
る
い
は

⽛
同
人
へ
御
挨
拶
無
之
儀
も
折
〃
あ
る
ゆ
へ
堀
田
も
甚
不
快
⽜
と
な
り
、⽛
い
ろ
〳
〵
心
痛
い
た
し
候
得
共
面
倒
不
絶
⽜、
お
ま
け
に
何
事
に

つ
け
老
中
執
務
の
⽛
御
用
部
屋
へ
打
合
⽜
せ
を
は
か
る
こ
と
も
し
な
い
の
で
⽛
不
得
止
申
上
候
迄
ハ
御
控
被
成
候
様
申
上
置
候
⽜
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
（
47
）。

阿
部
の
説
明
は
、
し
か
し
、
要
点
を
差
し
障
り
の
な
い
範
囲
で
伝
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
斉
昭
と
堀
田
や
阿
部
と
の
や
り
と
り
、
さ
ら
に

斉
昭
が
松
平
慶
永
や
御
三
家
尾
張
の
徳
川
慶
勝
に
告
げ
た
⽛
極
密
⽜
の
話
か
ら
は
、
彼
が
我
意
を
は
っ
て
⽛
面
倒
⽜
を
持
ち
込
む
と
い
う

こ
と
の
内
実
が
見
え
て
く
る
。
さ
し
あ
た
り
の
争
点
は
毀
鐘
鋳
砲
の
一
件
、斉
昭
は
自
ら
の
起
案
に
出
る
そ
の
逐
行
に
こ
だ
わ
り
、表
立
っ

て
の
強
談
判
は
勿
論
の
こ
と
、
政
敵
へ
の
疑
念
に
か
ら
れ
る
ま
ゝ
に
搦
め
手
か
ら
の
攻
勢
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

斉
昭
と
堀
田
と
の
や
り
と
り
は
二
年
一
一
月
初
旬
の
も
の
で
、
斉
昭
が
そ
の
書
信
を
直
筆
の
補
足
を
添
え
て
島
津
斉
彬
に
送
っ
た
よ
う

だ
が
（
48
）、
こ
れ
に
よ
り
両
者
の
行
き
違
い
が
毀
鐘
鋳
砲
の
実
施
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
阿
部
が
同
調
し
て
元
年
一
二
月
の

太
政
官
符
引
き
出
し
に
つ
な
が
っ
た
当
該
案
件
は
、
翌
二
年
の
年
明
け
か
ら
幕
府
内
部
に
紛
議
を
も
た
ら
し
、
三
月
に
よ
う
や
く
布
告
に

こ
ぎ
つ
け
た
も
の
の
な
お
実
施
の
見
通
し
が
立
た
な
か
っ
た
（
49
）。
お
ま
け
に
和
親
条
約
の
調
印
が
一
巡
す
る
中
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
次
第
に

切
迫
感
が
薄
れ
て
建
前
論
の
空
疎
さ
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
六
月
に
山
門
僧
侶
の
異
議
立
て
を
受
け
た
日
光
山
東
叡
山
叡
山
三

山
の
座
主
輪
王
寺
宮
が
⽛
御
内
評
之
上
梵
鐘
鋳
換
之
儀
被
仰
出
候
迄
ニ
テ
其
侭
何
ト
ナ
ク
御
延
引
⽜
を
希
望
し
（
50
）、
い
わ
ば
有
耶
無
耶
の
う

ち
に
軟
着
陸
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
の
は
そ
の
現
れ
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
八
月
半
ば
に
斉
昭
が
政
務
参
与
と
な
っ
て
は
こ
れ
を
押
し
返
す

よ
う
に
実
施
要
領
が
⽛
仰
出
⽜
さ
れ
（
51
）、
今
度
は
一
〇
月
初
め
の
江
戸
大
地
震
が
そ
れ
を
無
理
筋
へ
と
追
い
込
ん
で
い
た
。
改
め
て
輪
王
寺

宮
か
ら
異
母
妹
に
当
た
る
斉
昭
⽛
廉
中
（
正
室
）⽜
に
⽛
何
卒
此
上
人
心
種
々
に
不
相
成
様
致
度
…
…
梵
鐘
の
儀
何
と
か
御
勘
考
⽜⽛
篤
と
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老
中
へ
も
被
仰
示
候
様
⽜
に
と
の
一
封
が
あ
り
、
妻
女
の
筆
を
介
し
て
こ
れ
を
断
る
と
折
り
返
し
⽛
僧
侶
⽜
ら
が
⽛
さ
わ
ぎ
た
ち
⽜
す
る

こ
と
へ
の
危
惧
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
52
）。
こ
う
し
た
中
、
斉
昭
は
⽛
御
先
カ
ラ
故
堀
田
ヘ
モ
申
談
（
53
）⽜
と
し
て
ま
ず
首
座
の
彼
か
ら
実

施
の
言
質
を
と
ろ
う
と
し
、⽛
さ
わ
ぎ
た
ち
⽜
が
予
想
さ
れ
て
は
⽛
僧
侶
ノ
気
受
⽜
を
考
慮
し
て
⽛
公
辺
ヲ
初
、
国
主
領
主
等
⽜
に
ま
で
銅

鉄
の
供
出
を
促
す
拡
大
修
正
案
を
持
ち
出
し
て
そ
の
返
答
を
求
め
た
。
だ
が
堀
田
が
閉
口
し
て
請
け
を
見
送
る
と
、
今
度
は
⽛
一
向
挨
拶

無
之
⽜
と
憤
り
、
一
二
月
に
入
っ
て
⽛
登
城
⽜
を
再
開
し
た
際
に
は
正
面
切
っ
て
問
い
詰
め
る
ゴ
タ
つ
き
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
54
）。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
右
の
強
談
判
と
並
行
し
て
井
伊
や
高
松
松
平
が
絡
む
陰
謀
話
を
周
囲
に
耳
打
ち
し
は
じ
め
、
搦
め
手
か
ら
の
攻

勢
を
強
め
て
も
い
た
。
斉
彬
に
は
先
の
補
足
で
⽛
奸
僧
⽜
の
対
抗
を
告
げ
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
対
外
強
硬
論
の
相
方
と
し
た
親
藩
の
徳

川
慶
勝
や
松
平
慶
永
に
は
藩
内
の
抗
争
に
出
て
幕
府
の
政
変
を
介
す
る
陰
謀
話
を
⽛
極
密
⽜
と
し
て
書
き
送
る
。
水
戸
の
⽛
姦
党
⽜
が
⽛
高

松
の
役
人
に
取
入
、
高
松
と
井
伊
ハ
懇
意
故
こ
れ
を
こ
し
ら
へ
阿
部
初
を
入
か
へ
候
上
ニ
て
老
中
よ
り
指
圖
致
さ
せ
候
て
⽜
藩
権
力
の
一

変
を
目
論
ん
で
い
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
幕
府
の
政
変
に
向
け
て
は
⽛
奸
僧
⽜
と
連
携
し
て
宗
門
筋
の
⽛
騒
動
⽜
を
煽
り
、⽛
畢

竟
ハ
拙
老
阿
部
の
扱
不
宜
故
か
ゝ
る
騒
動
ニ
相
成
候
云
〃
高
松
等
よ
り
申
上
、
拙
老
初
を
打
抜
可
申
の
計
策
⽜
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
を
裏
づ
け
る
⽛
書
付
⽜
等
を
⽛
先
日
阿
へ
ハ
為
心
得
見
セ
候
⽜
と
言
い
添
え
て
い
た
（
55
）。
ま
さ
に
そ
の
言
葉
通
り
の
手
配
り
で
、
阿
部

に
対
し
て
は
⽛
久
世
ヘ
極
密
御
見
セ
ハ
不
苦
候
⽜
と
付
け
加
え
て
そ
の
陰
謀
話
を
告
げ
る
国
元
の
報
告
等
を
転
送
し
（
56
）、
折
り
返
し
⽛
偖
々

可
恐
事
共
ニ
有
之
候
、
能
々
相
心
得
居
可
申
候
⽜⽛
世
上
ノ
風
聞
ハ
兎
角
、
奸
物
ニ
ハ
久
世
小
生
共
目
ヲ
被
付
困
苦
仕
候
⽜
と
の
返
答
を
引

き
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
57
）。

右
の
経
緯
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
陰
謀
話
は
水
戸
の
党
派
対
立
の
中
か
ら
浮
上
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
国
元
で
⽛
姦
党
⽜
の
監

視
に
つ
と
め
、
そ
の
排
除
に
動
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
頃
か
ら
周
囲
に
⽛
三
羽
ガ
ラ
ス
（
58
）⽜
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
主
流
派
の
急

進
分
子
、
郡
奉
行
の
金
子
孫
二
郎
や
高
橋
多
一
郎
、
そ
れ
に
目
付
で
故
藤
田
東
湖
の
妹
婿
に
あ
た
る
久
木
直
二
郎
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
、

北研 58 (2・132) 200

論 説



郡
奉
行
の
面
々
が
江
戸
上
屋
敷
の
有
司
に
送
っ
た
一
〇
月
半
ば
の
一
封
に
は
、⽛
姦
党
⽜
の
メ
ン
バ
ー
が
幽
閉
中
の
結
城
に
代
わ
っ
て
谷
田

部
藤
七
郎
（
雲
八
）
を
中
心
に
会
合
や
宴
席
を
重
ね
て
お
り
、
こ
れ
に
久
木
の
⽛
周
旋
⽜
す
る
密
偵
を
送
り
込
ん
で
彼
ら
の
⽛
施
策
運
謀
⽜

を
探
っ
て
い
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
た
。
密
偵
の
さ
し
あ
た
り
の
⽛
口
書
⽜
を
添
付
し
た
そ
の
書
状
は
、
し
か
し
、
拾
い
聞
き
し
た
政
治
工

作
の
密
告
証
言
だ
け
で
は
処
分
に
持
ち
込
む
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
ま
ず
は
⽛
黒
雲
（
谷
田
部
）⽜
の
出
府
を
許
可
し
て
陰
謀
の
⽛
実
事
⽜

を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
訴
え
て
い
た
。
従
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
は
⽛
老
公
へ
御
申
上
之
儀
ハ
御
指
扣
可
被
下
候
⽜
と
断
っ

て
い
た
の
だ
が
、
ど
う
い
う
訳
か
⽛
老
公
⽜
斉
昭
は
こ
れ
を
目
に
し
て
得
た
り
と
ば
か
り
飛
び
つ
き
、
未
確
認
で
⽛
懸
御
目
候
迄
ハ
無
之

事
ニ
候
得
共
⽜
と
断
り
な
が
ら
も
自
ら
朱
筆
で
傍
点
や
補
足
を
加
え
て
阿
部
正
弘
に
転
送
し
た
の
で
あ
る
（
59
）。

阿
部
が
⽛
い
ろ
〳
〵
心
痛
い
た
し
候
得
共
面
倒
不
絶
⽜
と
語
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
搦
め
手
か
ら
の
攻
勢
を
含
め
て
で
あ
っ
た
ろ
う
。

⽛
又
々
極
密
⽜
に
は
じ
ま
る
陰
謀
話
の
持
ち
込
み
が
果
た
し
て
ど
の
く
ら
い
⽛
極
密
⽜
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
し
て
城
中
で
こ
れ
見
よ
が
し
の

振
る
舞
い
を
と
も
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
阿
部
が
陰
謀
話
に
⽛
能
々
相
心
得
居
可
申
候
⽜
と
返
し
た
際
、
返

書
の
半
ば
を
占
め
た
の
は
実
は
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
を
か
ね
た
要
望
で
、
閣
内
で
個
別
の
接
触
を
求
め
ら
れ
て
も
固
辞
す
る
し
か
な
く
周
囲

に
誤
解
を
与
え
る
よ
う
な
振
る
舞
い
は
避
け
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。⽛
當
節
同
列
共
内
々
何
モ
意
味
合
ハ
無
之
候
得
共
、
再

勤
ノ
者
（
堀
田
）
モ
有
之
、
久
世
並
小
生
迚
モ
一
人
ニ
テ
御
逢
被
仰
下
候
ト
何
ト
ナ
ク
罷
出
悪
キ
模
様
モ
有
之
候
ニ
付
⽜
と
書
き
送
っ
た

の
で
あ
る
（
60
）。
斉
昭
を
政
務
参
与
に
堀
田
を
老
中
首
座
と
す
る
枢
機
の
改
編
は
、
斉
昭
の
⽛
極
密
⽜
を
要
所
に
囁
く
ル
ー
モ
ア
・
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
め
い
た
、
あ
る
い
は
傍
目
を
は
ば
か
ら
ず
半
ば
は
誇
示
す
る
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
混
じ
り
の
対
抗
に
よ
っ
て
大
き
く
脅
か
さ
れ

て
い
た
。

斉
昭
の
登
城
停
止
は
、
明
ら
か
に
こ
れ
へ
の
対
処
、
枢
機
の
手
直
し
で
あ
っ
た
。
堀
田
再
任
か
ら
す
ぐ
の
ゴ
タ
つ
き
は
、
年
末
か
ら
三

年
の
年
明
け
へ
と
位
階
処
遇
や
恩
威
賞
罰
、
さ
ら
に
定
例
の
城
中
儀
礼
が
続
く
中
で
一
旦
は
後
景
に
退
く
。
だ
が
、
ル
ー
テ
ィ
ン
が
一
段
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落
し
て
堀
田
に
嫌
気
が
兆
し
、
傍
目
か
ら
も
⽛
佐
倉
侯
御
登
城
な
く
て
日
數
経
ぬ
れ
ハ
世
の
間
に
て
も
彼
是
お
も
ひ
い
ふ
事
あ
り
て
、
何

と
や
ら
ん
穏
や
か
な
ら
ず
（
61
）⽜
と
見
え
た
時
、
斉
昭
⽛
御
推
挙
⽜
を
⽛
取
計
⽜
ら
っ
た
阿
部
と
久
世
と
は
（
62
）、
そ
の
斉
昭
の
登
城
停
止
を
含
み

と
し
て
改
め
て
堀
田
の
引
き
出
し
に
向
か
う
。
結
果
、⽛
備
中
守
快
、
今
日
登
城
⽜
か
ら
一
〇
日
後
の
春
二
月
上
旬
、
三
老
中
の
協
力
提
携

を
喧
伝
す
る
か
の
よ
う
な
⽛
遠
馬
⽜
が
挙
行
さ
れ
た
。
何
時
ど
の
よ
う
に
斉
昭
に
⽛
申
上
候
迄
ハ
御
控
被
成
候
様
⽜
伝
え
た
か
は
定
か
で

な
い
が
、
こ
れ
を
内
決
既
定
の
こ
と
と
し
て
枢
機
改
編
の
よ
う
や
く
の
滑
り
出
し
を
告
げ
る
よ
う
に
、
堀
田
と
阿
部
・
久
世
の
三
老
中
が

と
も
に
城
内
西
丸
を
出
て
下
馬
札
前
で
轡
を
並
べ
る
。
そ
し
て
、
若
年
寄
以
下
寺
社
奉
行
大
番
頭
一
部
の
要
路
大
小
名
、
奥
向
き
か
ら
側

用
取
次
や
同
見
習
、
表
方
か
ら
二
奉
行
以
下
大
目
付
目
付
そ
の
他
諸
有
司
が
こ
れ
に
従
い
、
集
合
し
た
品
川
本
陣
で
騎
乗
の
供
と
離
れ
て

ペ
リ
ー
再
来
航
時
の
進
航
経
路
に
沿
っ
て
海
岸
伝
い
を
逆
走
す
る
遠
出
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
63
）。
小
柴
沖
の
手
前
、
本
牧
か
ら
渡
海
し

て
横
浜
村
で
⽛
水
戸
殿
御
製
造
御
船
見
置
候
⽜
を
と
も
な
っ
た
終
日
の
行
事
で
あ
っ
た
が
、
当
の
水
戸
徳
川
、
わ
け
て
も
斉
昭
と
そ
の
周

辺
の
主
流
派
有
司
は
、
こ
れ
を
境
に
あ
れ
こ
れ
の
憶
測
に
振
り
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三
年
二
月
も
下
旬
に
入
る
と
斉
昭
の
登
城
停
止
を
受
け
た
水
戸
の
上
屋
敷
で
は
、
斉
昭
の
駒
込
中
屋
敷
⽛
押
込
⽜
や
こ
れ
に
よ
る
藩
政

要
路
の
一
変
が
噂
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
⽛
虚
説
⽜
は
⽛
邸
中
表
奧
⽜
は
勿
論
の
こ
と
、
屋
敷
の
外
⽛
市
街
ニ
至
る
迄
（
64
）⽜、
つ
ま
り
は

神
田
川
の
橋
筋
や
河
岸
筋
、
さ
ら
に
川
向
こ
う
の
高
松
藩
邸
に
及
ぶ
形
で
広
が
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
苛
立
つ
斉
昭
や
周
辺
の
有

司
は
、
井
伊
や
高
松
松
平
と
堀
田
と
の
連
携
を
疑
い
、
あ
る
い
は
両
者
と
阿
部
と
の
城
中
⽛
内
長
談
之
有
⽜
に
不
安
を
募
ら
せ
る
（
65
）。⽛
賢
侯
⽜

連
の
慶
永
や
伊
達
宗
城
に
支
援
要
請
が
な
さ
れ
、
橋
本
左
内
等
が
深
入
り
す
る
所
以
で
あ
っ
た
（
66
）。
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で
は
、
井
伊
や
高
松
松
平
に
と
っ
て
堀
田
の
老
中
再
任
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
。
ま
た
、
両
者
に
対
す
る
阿
部
の
対
応
に

は
ど
の
よ
う
な
含
み
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
よ
う
に
問
い
か
け
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、⽛
水
老
公
⽜
主
従
の
憶
測
と
は
か
な
り

違
っ
た
光
景
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
詰
め
れ
ば
、
阿
部
の
対
応
は
な
お
譜
代
有
力
筋
を
使
役
動
員
す
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

堀
田
の
再
任
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
が
元
席
溜
詰
に
意
見
や
利
害
を
反
映
さ
せ
る
期
待
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
見
や
す
い
。
二
年
暮

れ
の
位
階
処
遇
や
恩
威
賞
罰
に
そ
の
一
端
が
窺
え
よ
う
。
一
〇
月
の
震
災
被
害
か
ら
ほ
ゞ
一
ヶ
月
、
堀
田
が
斉
昭
と
の
軋
轢
に
悩
ま
さ
れ

は
じ
め
た
頃
に
元
年
四
月
炎
上
の
京
都
御
所
再
建
完
了
が
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
井
伊
に
と
っ
て
費
用
分
担
の
シ
グ
ナ
ル
で

あ
っ
た
。
ぺ
リ
ー
再
来
航
時
の
紛
議
を
か
わ
し
て
和
親
条
約
の
調
印
を
へ
た
後
、
彼
は
羽
田
大
森
辺
の
警
備
を
も
免
れ
て
彦
根
藩
が
か
ね

て
念
願
と
し
た
⽛
古
来
之
通
り
京
都
之
御
守
護
此
上
大
切
ニ
相
心
得
⽜
を
命
じ
ら
れ
る
（
67
）。
京
都
大
火
に
よ
る
御
所
の
被
災
は
そ
の
直
前
で
（
68
）、

程
な
く
し
て
は
気
脈
を
通
じ
る
公
卿
筋
か
ら
調
度
品
に
つ
き
⽛
内
々
御
相
談
⽜
と
資
金
援
助
を
持
ち
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
69
）。
早
晩
、

御
所
再
建
の
⽛
御
手
伝
⽜
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
再
建
の
完
了
が
伝
え
ら
れ
て
は
そ
の
心
づ
も
り
で
動
く
し
か
な
か
っ
た
ろ

う
。
こ
う
し
て
表
立
っ
て
は
事
前
に
負
担
に
見
合
う
処
遇
を
確
保
し
よ
う
と
し
、
自
ら
の
来
し
方
の
多
事
を
述
べ
て
家
格
相
当
の
官
位
昇

進
を
願
い
出
る
。
結
果
、
一
二
月
に
入
っ
て
将
軍
家
近
縁
の
処
遇
が
一
巡
し
た
月
半
ば
、
他
の
大
名
若
干
名
と
と
も
に
⽛
思
召
⽜
に
よ
る

官
位
の
特
例
昇
進
を
受
け
、⽛
家
督
後
未
年
数
も
無
之
、
昇
進
之
御
沙
汰
ニ
難
被
及
候
得
共
…
…
別
段
以
思
召
⽜
中
将
に
任
じ
ら
れ
る
（
70
）。
見

返
り
は
年
末
も
押
し
迫
っ
て
の
⽛
禁
裏
御
所
方
御
普
請
御
用
⽜、
つ
ま
り
は
再
建
費
用
の
分
担
で
あ
っ
た
（
71
）。⽛
前
以
御
昇
進
之
御
沙
汰
等
無

如
才
御
仕
方
⽜
と
は
折
か
ら
の
老
中
差
配
を
評
し
て
の
物
言
い
だ
が
（
72
）、
井
伊
は
こ
れ
を
待
た
ず
自
ら
が
動
い
て
⽛
御
昇
進
之
御
沙
汰
⽜
を

引
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
も
は
や
身
構
え
て
⽛
相
慎
居
候
⽜
保
身
に
は
と
ど
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。

だ
が
こ
う
し
た
動
き
は
、
阿
部
に
よ
る
堀
田
の
再
任
が
元
席
の
慰
撫
を
兼
ね
、
半
ば
施
政
の
追
認
に
導
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語

る
。
井
伊
側
近
の
長
野
義
言
が
異
議
立
て
し
た
の
も
、そ
の
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
当
時
、橋
本
左
内
が⽛
彦
根
人
⽜と
し
て
名
前
を
録
し
（
73
）、

北研 58 (2・135) 203

井伊直弼試論



知
友
と
の
間
で
も
⽛
勢
州
人
と
申
事
⽜⽛
寵
臣
に
て
且
國
學
家
之
趣
（
74
）⽜
と
い
っ
た
話
題
が
行
き
交
う
よ
う
に
な
っ
た
長
野
は
、
井
伊
が
⽛
御

手
伝
⽜
に
つ
い
て
他
家
を
代
弁
し
て
抗
論
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
点
を
難
じ
、
折
か
ら
の
老
中
差
配
に
つ
い
て
も
堀
田
の
寄
与
が
乏
し
く

⽛
御
英
明
之
御
聞
有
之
候
而
す
ら
、
如
此
無
御
情
御
所
置
⽜
と
失
望
を
あ
ら
わ
に
す
る
（
75
）。
負
担
配
分
の
全
体
を
見
渡
す
と
、
そ
れ
が
何
故
か

は
大
体
察
し
が
つ
く
。
御
所
再
建
の
負
担
は
⽛
内
願
⽜
し
た
一
家
と
⽛
申
渡
⽜
を
受
け
た
一
四
家
、
そ
の
内
、
前
者
は
加
賀
前
田
で
、
こ

れ
が
特
例
昇
進
を
介
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
当
主
の
前
田
斉
泰
が
⽛
中
納
言
⽜
と
さ
れ
、
一
代
限
り
で
は
あ
れ
位
階
は
も
は
や

御
三
家
並
み
、
程
な
く
し
て
は
城
中
諸
式
の
格
上
げ
と
と
も
に
⽛
内
願
之
通
、
金
拾
五
万
両
上
納
被
仰
付
、
差
向
京
都
御
造
営
御
用
途
之

方
江
可
被
差
加
⽜
と
さ
れ
る
（
76
）。
こ
れ
を
別
格
と
し
て
次
に
一
四
家
が
⽛
御
普
請
御
手
伝
⽜
の
⽛
申
渡
⽜
を
受
け
た
が
（
77
）、
そ
の
内
で
大
身
は

五
家
で
特
例
の
処
遇
を
介
し
た
の
は
井
伊
と
徳
島
の
蜂
須
賀
斉
裕
（
78
）、
他
に
一
足
早
く
新
将
軍
か
ら
偏
諱
を
受
け
た
松
江
の
松
平
定
安
も
こ

れ
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
五
家
の
内
で
は
井
伊
を
筆
頭
に
高
松
の
松
平
頼
胤
、
伊
予
松
山
の
松
平
勝
善

と
溜
詰
譜
代
の
上
席
が
過
半
を
占
め
、
残
り
九
家
は
大
半
が
小
身
で
特
例
の
昇
進
を
受
け
た
一
例
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
は
西
国
筋
の
譜
代

外
様
で
あ
っ
た
。
長
野
は
何
よ
り
も
ま
ず
⽛
御
太
切
之
御
用
向
ヲ
十
四
家
耳
ニ
仰
出
⽜
に
不
満
を
示
す
。
だ
が
、
そ
の
限
ら
れ
た
用
命
は

別
途
の
費
用
補
塡
（
79
）や
諸
大
名
の
震
災
被
害
、
と
り
わ
け
後
者
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
で
あ
っ
て
（
80
）、
わ
ず
か
の
例
外
を
除
け
ば
お
そ
ら
く
そ
れ

以
上
の
意
味
は
な
い
。
問
題
は
頭
数
よ
り
そ
の
内
訳
、
加
賀
前
田
が
自
ら
進
ん
で
か
、
い
ざ
な
わ
れ
て
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
突
出
し
た

動
き
を
示
し
（
81
）、
そ
う
し
た
中
で
溜
詰
譜
代
の
上
席
が
押
し
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
の
難
点
と
し
て
即
座
に
目
が
向
く
の
は
、

加
賀
の
⽛
金
拾
五
万
両
上
納
⽜
が
⽛
御
用
金
⽜
供
出
の
基
準
と
な
り
、⽛
十
四
家
⽜
は
大
身
を
中
心
に
⽛
少
ク
共
加
州
之
御
振
合
⽜
を
強
い

ら
れ
る
、
そ
の
金
勘
定
の
縛
り
に
あ
る
。
長
野
が
、
内
心
は
と
も
か
く
、
表
向
き
は
小
身
外
様
の
異
議
立
て
を
招
き
か
ね
な
い
と
し
て
強

い
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
た
の
は
こ
の
点
だ
っ
た
。
だ
が
、
阿
部
が
差
配
し
て
の
⽛
御
手
伝
⽜
は
実
は
そ
の
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
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三
年
の
年
明
け
か
ら
数
ヶ
月
、
金
勘
定
を
め
ぐ
っ
て
慌
た
だ
し
く
な
る
の
は
肯
け
よ
う
。
左
内
は
三
月
も
下
旬
に
い
た
っ
て
水
戸
藩
邸

の
知
己
を
尋
ね
、
月
初
め
に
当
主
慶
篤
が
見
聞
き
し
た
こ
と
と
し
て
江
戸
城
内
で
⽛
讃
州
（
高
松
松
平
）
福
（
阿
部
正
弘
）
と
内
長
談
有

之
候
由
、
其
席
へ
井
伊
公
御
加
り
被
成
候
事
有
之
由
⽜、
そ
の
数
日
後
に
は
真
向
か
い
の
高
松
藩
邸
か
ら
又
ぞ
ろ
⽛
不
時
ニ
御
登
営
有
之
⽜

だ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
（
82
）。
慶
篤
の
話
は
、
江
戸
入
り
し
た
ば
か
り
の
伊
達
宗
城
が
島
津
斉
彬
の
目
撃
談
と
し
て
聞
か
さ
れ
た
こ
と
と

ほ
ゞ
同
じ
で
、
宗
城
は
こ
れ
を
斉
昭
へ
の
処
分
上
乗
せ
、
夫
妻
と
も
ど
も
の
国
元
押
し
込
め
の
密
議
か
と
疑
っ
て
い
た
（
83
）。
だ
が
、
左
内
は

折
か
ら
の
風
聞
を
踏
ま
え
て
冷
静
に
⽛
此
恐
く
は
御
用
金
一
條
な
ら
ん
⽜
と
記
す
（
84
）。
既
に
事
情
通
の
友
人
か
ら
は
長
野
の
来
歴
と
と
も
に

加
賀
百
万
石
で
⽛
拾
五
万
両
上
納
⽜
な
ら
⽛
彦
根
御
用
金
ハ
三
十
五
萬
石
高
ヘ
一
割
五
分
之
高
ニ
て
四
萬
五
千
両
也
⽜
と
の
話
を
聞
か
さ

れ
て
お
り
、⽛
右
ニ
付
紀
伊
熊
野
名
目
金
一
萬
両
借
用
⽜
の
資
金
繰
り
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
（
85
）。
四
月
と
も
な
る
と
、
左
内
の
知
己
で
あ
る
水

戸
の
原
田
八
兵
衛
も
高
松
松
平
が
⽛
御
手
傳
金
⽜
絡
み
で
動
い
て
い
た
こ
と
を
押
さ
え
、
そ
の
⽛
一
万
九
千
九
百
六
十
七
両
⽜
を
筆
頭
に

⽛
十
四
家
⽜
す
べ
て
の
供
出
金
額
を
細
か
に
記
す
こ
と
に
な
る
（
86
）。

だ
が
、
額
面
の
定
ま
る
こ
の
前
後
、
お
ま
け
に
水
戸
が
藩
内
の
粛
正
に
踏
み
出
す
そ
の
最
中
、
阿
部
の
差
配
の
底
意
が
見
え
て
く
る
。

彦
根
藩
で
は
国
元
や
京
の
出
先
が
か
ね
て
か
ら
敦
賀
よ
り
琵
琶
湖
へ
の
⽛
堀
割
⽜⽛
通
船
路
⽜
開
削
の
噂
を
聞
き
つ
け
て
い
た
が
、
枢
機
改

編
直
後
の
二
年
九
月
を
迎
え
て
は
京
都
町
奉
行
所
の
現
地
調
査
を
耳
に
し
て
そ
の
内
実
を
確
か
め
よ
う
と
し
、
以
降
関
係
諸
藩
を
含
め
た

探
索
に
動
く
（
87
）。
そ
し
て
、年
明
け
三
月
に
は
、実
際
に⽛
堀
割
⽜絡
み
で
彦
根
米
の
京
都
搬
入
に
不
利
益
と
な
る⽛
北
國
米
京
都
え
御
引
入
（
88
）⽜

の
試
み
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
（
89
）。
国
元
か
ら
井
伊
在
府
の
江
戸
藩
邸
へ
と
、
前
年
末
に
加
賀
藩
か
ら
⽛
敦
賀
問
屋
共
⽜
に
廻

米⽛
拾
壹
萬
俵
⽜運
送
の
打
診
が
あ
っ
て⽛
引
請
⽜と
な
り
、⽛
未
堀
割
等
出
来
不
申
處
、加
刕
表
よ
り
廻
米
等
之
御
引
合
等
も
有
之
⽜⽛
追
々

米
穀
下
洛マ

マ

致
可
申
⽜
と
の
報
告
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
火
元
は
何
処
の
誰
か
と
憶
測
が
膨
ら
む
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

四
月
も
下
旬
を
迎
え
る
と
、
今
度
は
御
所
再
建
の
⽛
御
手
伝
⽜
を
申
し
渡
さ
れ
た
譜
代
の
大
身
を
目
当
て
に
大
坂
湾
内
海
防
備
の
運
び
と
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な
り
、
高
松
・
松
山
両
松
平
も
こ
れ
に
大
な
り
小
な
り
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
高
松
松
平
に
は
、
京
都
伏
見
へ
の
通
船
路
で
あ
る

淀
川
の
分
流
木
津
川
の
河
口
砲
台
二
ヶ
所
に
つ
い
て
、
そ
の
完
成
後
の
警
備
担
当
と
完
成
前
の
随
時
出
動
が
命
じ
ら
れ
る
（
90
）。
造
築
予
定
の

砲
台
は
他
に
当
時
の
淀
川
本
流
下
流
部
で
天
保
山
横
の
安
治
川
河
口
に
二
ヶ
所
、
そ
の
警
備
は
横
浜
村
近
傍
の
本
牧
で
防
備
に
当
た
っ
て

い
た
松
江
松
平
に
委
ね
ら
れ
た
が
、
こ
れ
と
入
れ
替
わ
り
の
神
奈
川
警
備
に
は
、
一
年
後
に
高
松
・
松
江
両
松
平
へ
の
改
め
て
の
発
令
に

併
せ
て
、
勝
善
死
亡
で
当
主
交
代
の
松
山
松
平
が
割
り
当
て
ら
れ
る
（
91
）。
前
後
す
る
他
の
動
き
に
目
を
向
け
る
と
一
層
は
っ
き
り
す
る
が
、

ど
う
に
も
手
の
込
ん
だ
成
り
行
き
と
な
っ
て
い
た
。

一
体
何
が
進
行
し
て
い
た
の
か
。
こ
こ
に
い
た
れ
ば
、
も
は
や
差
配
の
大
筋
は
見
当
が
つ
く
。
江
戸
湾
内
海
と
同
様
に
、
大
坂
湾
の
内

海
か
ら
京
都
に
か
け
て
も
先
ず
は
譜
代
の
大
身
を
中
心
に
防
備
と
警
護
の
体
制
を
構
築
し
よ
う
と
し
、
加
え
て
は
物
流
網
別
途
の
整
備
を

は
か
ろ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
御
所
再
建
の
⽛
御
手
伝
⽜
は
そ
の
手
始
め
で
、
い
わ
ば
職
掌
や
名
目
等
の
事
前
確
認
と
な
っ
て
い
た
。
当

然
だ
が
、
そ
こ
で
押
し
出
さ
れ
た
譜
代
の
名
家
大
身
は
、
多
く
が
江
戸
に
あ
っ
て
大
地
震
に
と
ど
ま
ら
ぬ
動
揺
を
強
い
ら
れ
る
。

⽛
御
手
伝
⽜
に
お
い
て
溜
詰
譜
代
の
上
席
が
押
し
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
不
思
議
は
な
い
。
井
伊
は
勿
論
だ
が
、
高
松

松
平
や
松
山
松
平
に
つ
い
て
も
席
次
の
慣
例
と
実
績
に
見
合
う
も
の
だ
っ
た
。
彦
根
藩
は
⽛
京
都
之
御
守
護
⽜
初
度
の
対
応
に
追
わ
れ
て

井
伊
参
勤
の
後
ろ
倒
し
を
願
い
出
た
際
、
準
用
が
可
能
な
先
例
を
引
い
て
⽛
是
迄
京
都
上
使
・
日
光
御
名
代
等
御
勤
之
節
ニ
は
御
参
勤
御

時
節
御
用
捨
被
仰
出
候
形
も
有
之
⽜
と
述
べ
て
い
た
（
92
）。
こ
こ
に
重
大
行
事
と
し
て
例
示
さ
れ
る
二
つ
は
溜
詰
の
譜
代
が
老
中
に
伍
す
る
名

誉
の
職
掌
で
あ
り
、
中
で
も
⽛
京
都
上
使
⽜
は
将
軍
の
代
替
わ
り
に
⽛
御
勤
⽜
と
な
る
特
権
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た

儀
礼
慣
習
の
下
で
家
斉
・
家
慶
と
将
軍
職
授
与
の
勅
使
東
下
を
受
け
て
そ
の
返
礼
の
上
洛
を
果
た
し
た
の
が
歴
代
の
高
松
松
平
（
93
）、
家
定
へ

の
代
替
わ
り
で
ペ
リ
ー
再
来
航
の
直
前
に
上
洛
の
途
に
就
い
た
の
も
や
は
り
高
松
の
松
平
頼
胤
で
あ
っ
た
（
94
）。
松
山
の
松
平
勝
善
も
⽛
京
都

上
使
⽜
の
実
績
を
持
つ
点
で
は
同
様
で
、
当
主
と
な
っ
た
直
後
に
高
松
松
平
他
一
名
の
同
席
と
と
も
に
先
代
家
慶
の
代
替
わ
り
に
と
も
な
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う
返
礼
上
洛
の
使
者
を
勤
め
て
い
た
（
95
）。
こ
れ
ら
の
儀
礼
を
担
っ
た
譜
代
有
力
筋
が
御
所
再
建
の
⽛
御
手
伝
⽜
を
分
担
す
る
こ
と
は
、
十
分

に
そ
の
家
格
職
掌
に
即
し
た
も
の
だ
っ
た
（
96
）。

だ
が
、
続
け
て
の
防
備
動
員
と
な
れ
ば
話
は
違
っ
て
く
る
。
名
目
は
明
ら
か
に
領
国
か
ら
は
程
近
く
で
あ
る
に
し
て
も
、
負
担
に
新
た

な
負
担
の
上
乗
せ
で
あ
れ
ば
不
満
は
大
き
く
、時
に
不
安
さ
え
呼
び
お
こ
す
。
高
松
松
平
に
つ
い
て
直
截
の
反
応
を
示
す
材
料
は
な
い
が
（
97
）、

成
り
行
き
を
知
る
井
伊
の
程
な
く
の
狼
狽
は
こ
れ
を
裏
づ
け
る
。
振
り
返
れ
ば
、
わ
ず
か
に
遡
る
二
年
二
月
、
国
元
に
あ
っ
た
井
伊
は
当

時
老
中
在
任
の
松
平
乗
全
に
⽛
京
地
ハ
追
々
御
警
衛
も
被
仰
付
候
處
、
未
大
坂
海
防
御
手
薄
と
被
存
候
⽜
と
書
き
送
っ
て
い
た
（
98
）。
元
年
九

月
に
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
大
坂
湾
進
航
が
あ
り
、
こ
れ
を
契
機
に
京
都
警
衛
は
近
隣
の
譜
代
大
身
二
家
、
小
浜
酒
井
と
大
和
郡
山
柳
沢
が
追

加
さ
れ
、
大
坂
か
ら
の
街
道
口
に
も
や
は
り
近
傍
の
譜
代
各
々
の
配
置
が
定
ま
っ
た
（
99
）。
だ
が
、
大
坂
湾
は
湾
口
の
両
岸
に
位
置
す
る
三
藩
、

徳
島
蜂
須
賀
と
対
岸
の
紀
州
徳
川
や
明
石
松
平
に
要
害
へ
の
台
場
築
造
等
が
促
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
内
海
の
防
備
は
未
だ
手
つ
か
ず
で

あ
っ
た
（
100
）。
こ
う
し
た
中
で
井
伊
は
⽛
海
防
御
手
薄
⽜
を
指
摘
し
た
の
だ
が
、
続
け
て
は
溜
詰
譜
代
か
ら
の
動
員
を
促
し
て
末
席
の
⽛
姫
路
・

桑
名
抔
⽜
を
例
示
し
、
か
な
り
の
踏
み
込
み
を
見
せ
て
い
た
（
101
）。
し
か
し
、
間
を
お
い
た
三
年
四
月
、
実
際
の
動
員
と
な
っ
て
上
席
で
親
密

で
あ
っ
た
高
松
松
平
が
対
象
と
さ
れ
る
と
、
今
度
は
自
身
も
無
縁
で
は
な
い
こ
と
と
し
て
浮
き
足
立
つ
。
就
封
で
急
ぎ
江
戸
を
離
れ
た
直

後
の
六
月
に
阿
部
か
ら
藩
邸
に
⽛
世
上
穏
ニ
も
相
成
⽜
と
し
て
在
京
人
数
の
削
減
が
伝
え
ら
れ
る
と
（
102
）、
他
の
警
備
二
家
も
同
様
で
あ
る
旨

の
補
足
を
う
け
て
な
お
不
安
が
募
り
、
や
が
て
⽛
大
坂
さ
へ
御
固
メ
出
来
候
得
ハ
、
京
地
之
御
固
メ
ニ
も
及
間
敷
と
の
御
見
込
ニ
相
成
間

敷
物
ニ
モ
無
之
と
案
思
過
し
候
⽜⽛
萬
一
大
坂
と
持
場
替
抔
被
仰
付
候
而
ハ
何
共
奉
恐
入
候
次
第
⽜
と
、
阿
部
へ
の
懇
願
交
じ
り
の
念
押
し

に
駆
り
た
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
103
）。

議
論
は
理
詰
め
で
実
際
的
だ
が
、
不
利
益
を
意
識
す
る
と
そ
う
は
い
か
ず
、
と
も
す
れ
ば
大
き
な
振
れ
幅
を
示
す
。
珍
し
く
は
な
い
に

し
て
も
と
り
わ
け
井
伊
に
目
立
っ
て
以
後
に
頻
度
を
増
す
そ
の
特
徴
は
、
右
の
過
敏
に
既
に
十
分
見
て
と
れ
る
。⽛
堀
割
⽜⽛
通
船
路
⽜
開
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削
を
め
ぐ
っ
て
も
、
実
は
似
た
よ
う
な
成
り
行
き
と
な
っ
て
い
た
。
不
利
益
と
見
て
慌
て
た
こ
と
は
、
三
年
五
月
の
帰
封
で
道
中
手
配
の

不
足
を
い
と
わ
ず
急
遽
道
筋
の
変
更
を
願
い
出
た
こ
と
に
も
窺
え
る
。⽛
堀
割
⽜
の
開
削
は
、⽛
北
國
米
京
都
え
御
引
入
⽜
に
よ
る
米
価
下

落
に
加
え
て
物
流
や
人
流
の
変
化
に
よ
る
領
内
街
道
筋
へ
の
打
撃
と
も
受
け
と
め
ら
れ
て
お
り
（
104
）、
帰
路
を
中
山
道
に
と
っ
て
領
内
湖
東
の

街
道
筋
に
回
り
込
み
、
自
ら
が
そ
の
影
響
を
目
分
量
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
105
）。

井
伊
は
諸
侯
諮
問
に
際
し
て
開
国
交
易
を
展
望
す
る
意
見
書
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
後
も
い
く
ど
か
阿
部
へ
の
上
申
を
重
ね
て
い
た
。

前
に
触
れ
た
急
場
の
砲
台
築
造
反
対
も
そ
の
一
つ
、
し
か
し
こ
れ
に
先
ん
じ
て
は
も
う
一
つ
、
外
国
船
の
進
航
に
よ
る
江
戸
湾
海
上
輸
送

の
途
絶
に
も
触
れ
、
米
穀
の
備
蓄
や
代
替
の
⽛
陸
運
送
ノ
手
段
⽜
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
（
106
）。
目
新
し
い
議
論
で
は
な
か
っ
た
が
、
彦
根
の

湾
口
警
備
の
経
験
か
ら
す
れ
ば
⽛
萬
一
相
刕
沖
ニ
異
船
浮
置
、
諸
國
之
廻
船
ヲ
妨
ケ
海
路
不
通
⽜
と
は
現
に
ま
わ
り
が
目
に
し
て
そ
れ
な

り
の
実
感
を
と
も
な
う
事
態
で
あ
っ
た
ろ
う
（
107
）。
二
年
八
月
の
参
府
を
前
に
し
た
家
臣
と
の
や
り
と
り
か
ら
は
、
井
伊
が
な
お
同
様
の
上
申

を
繰
り
返
し
て
そ
の
対
策
を
促
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
（
108
）。
目
を
転
じ
れ
ば
、
大
坂
湾
で
も
⽛
異
船
浮
置
⽜
で
⽛
海
路
不
通
⽜

は
ご
く
普
通
に
あ
り
う
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
備
え
た
米
穀
の
蓄
蔵
や
代
替
も
し
く
は
複
数
の
輸
送
路
確
保
が
望
ま
し
い
。
日
本
海
の
敦
賀

か
ら
琵
琶
湖
北
岸
へ
の
⽛
堀
割
⽜
開
削
は
、
峠
越
え
の
陸
路
整
備
を
含
め
て
そ
う
し
た
輸
送
路
の
準
備
で
あ
っ
た
ろ
う
。
先
行
研
究
が
既

に
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
（
109
）、
当
該
案
件
は
京
都
を
含
む
土
地
〳
〵
の
便
宜
殷
賑
を
企
図
し
て
い
く
ど
か
議
論
さ
れ
試
行
さ
れ
て
き
た

が
、
大
坂
湾
の
内
海
防
備
が
日
程
に
昇
る
と
⽛
京
都
御
備
⽜
の
優
先
事
項
と
し
て
押
し
出
さ
れ
、
京
都
町
奉
行
所
の
調
査
を
手
始
め
と
し

て
逐
次
そ
の
具
体
化
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
井
伊
に
立
ち
戻
れ
ば
、
彼
が
⽛
京
都
之
御
守
護
⽜
を
命
じ
ら
れ
て
こ
う
し
た
動
き
を
理

解
で
き
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
よ
し
ん
ば
理
解
で
き
ず
、
あ
る
い
は
不
要
と
判
断
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
職
掌
柄
追
認
が
期
待
さ
れ

た
だ
ろ
う
。
井
伊
が
国
元
に
向
か
っ
て
湖
東
の
街
道
筋
に
回
り
込
ん
だ
丁
度
そ
の
頃
、
所
司
代
と
京
都
町
奉
行
所
と
が
彦
根
藩
出
先
の
異

議
立
て
を
受
け
て
⽛
御
領
分
外
之
義
ニ
て
、
京
都
御
備
之
譯
柄
を
も
御
辨
別
有
之
候
上
は
、
御
差
支
等
は
有
之
間
敷
義
と
被
存
候
⽜
と
返
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し
た
の
は
（
110
）、
明
ら
か
に
そ
う
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
井
伊
の
対
応
は
違
っ
て
い
た
。

得
を
す
る
の
は
誰
か
。
個
別
の
不
利
益
を
意
識
す
る
中
で
理
解
は
ど
う
や
ら
そ
こ
に
収
斂
し
、
以
降
彦
根
藩
上
下
、
わ
け
て
も
井
伊
と

そ
の
周
辺
の
執
拗
な
政
治
工
作
と
な
る
。
京
都
町
奉
行
所
の
現
地
調
査
直
後
、
こ
れ
を
後
追
い
し
た
彦
根
の
探
索
は
硬
軟
虚
実
相
半
ば
し

た
。
ま
ず
は
湖
北
三
つ
の
入
江
湊
で
あ
る
海
津
・
大
浦
・
塩
津
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
越
前
国
境
ま
で
の
路
程
を
た
ど
っ
て
⽛
間
數
之
棒
杭
⽜
を

視
認
し
、
そ
れ
と
と
も
に
当
地
で
⽛
松
平
伊
豆
守
様
⽜⽛
加
州
様
⽜⽛
郡
山
様
⽜
等
の
⽛
領
分
⽜
が
入
り
組
む
中
、
各
大
名
家
⽛
出
役
⽜
の

有
無
や
奉
行
所
吏
僚
へ
の
対
応
如
何
、
さ
ら
に
各
々
の
村
方
の
受
け
と
め
様
を
聴
取
す
る
。
ま
た
国
境
の
周
辺
で
も
聞
き
込
み
を
行
い
、

奉
行
所
吏
僚
が
そ
の
先
の
小
浜
藩
領
に
歩
を
進
め
て
日
本
海
⽛
敦
賀
湊
⽜
に
い
た
る
⽛
見
分
⽜
を
試
み
、
こ
れ
を
受
け
て
小
浜
酒
井
よ
り

⽛
御
出
役
五
人
様
⽜
が
出
向
い
て
接
待
と
な
っ
た
こ
と
等
を
伝
え
聞
く
。
こ
う
し
た
手
堅
い
情
報
収
集
の
一
方
で
、
大
津
や
そ
の
先
京
都
の

⽛
風
聞
⽜
が
集
め
ら
れ
、⽛
堀
割
⽜
の
開
削
は
⽛
京
都
為
御
備
従
御
公
儀
様
被
仰
出
候
義
ト
ハ
乍
申
、
内
實
は
若
刕
様
御
發
起
之
趣
⽜
と
の

当
て
推
量
が
報
告
さ
れ
る
（
111
）。
そ
し
て
こ
れ
に
上
乗
せ
し
て
、⽛
若
刕
様
⽜
小
浜
の
酒
井
忠
義
は
所
司
代
在
勤
の
頃
か
ら
⽛
京
都
御
辨
理
方
と

申
立
御
目
論
見
之
有
趣
⽜
で
、⽛
愚
考
⽜
を
以
て
算
盤
を
は
じ
け
ば
⽛
御
領
分
御
国
益
⽜
に
つ
な
が
る
の
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
た
め
に
今

は
加
賀
藩
に
接
近
し
て
⽛
加
刕
米
之
義
、
近
来
大
坂
廻
し
之
船
路
難
船
多
御
座
候
趣
ニ
付
、
右
辨
理
ニ
も
相
成
候
趣
ヲ
以
、
内
々
右
筋
へ

も
入
魂
有
之
趣
⽜
と
の
噂
話
が
も
た
ら
さ
れ
る
（
112
）。
こ
れ
ら
の
不
確
か
な
⽛
風
聞
⽜
が
、
し
か
し
、
そ
の
年
の
暮
れ
、
江
戸
表
で
の
加
賀
藩

⽛
金
拾
五
万
両
上
納
⽜
と
相
前
後
し
て
国
元
近
傍
で
⽛
敦
賀
問
屋
共
⽜
に
⽛
加
刕
表
よ
り
廻
米
等
之
御
引
合
等
も
有
之
⽜
と
な
っ
た
時
、
一

気
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
帯
び
て
彦
根
主
従
の
阻
止
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

だ
が
、⽛
堀
割
⽜
の
開
削
は
や
は
り
阿
部
の
差
配
に
負
う
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
彦
根
の
探
索
は
早
く
か
ら
開
削
が
敦
賀
や
京
都
の
町
衆
の

⽛
申
立
⽜
に
出
る
こ
と
を
押
さ
え
て
い
た
し
、
内
偵
を
進
め
る
に
し
た
が
っ
て
次
第
に
幕
府
有
司
の
関
与
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
よ
う
に
も
な
っ

て
い
た
。
と
は
い
え
、
井
伊
は
な
お
⽛
此
度
新
規
之
目
論
見
、
實
は
と
申
セ
ハ
下
方
よ
り
申
立
候
義
に
而
、
若
州
之
欲
心
甚
手
廻
り
候
様
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子
⽜
と
語
る
の
で
あ
り
、
火
元
を
小
浜
酒
井
と
見
る
こ
と
は
少
し
も
変
わ
り
な
か
っ
た
（
113
）。
し
か
し
、
こ
の
間
の
酒
井
の
処
遇
を
た
ど
る
と
、

阿
部
の
手
配
り
抜
き
に
は
そ
の
変
則
を
捉
え
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
所
司
代
七
年
弱
を
へ
て
溜
詰
格
と
さ
れ
た
酒
井
は
、
差
し
当
た
り
は

老
中
を
へ
て
同
様
の
堀
田
と
も
ど
も
政
務
経
験
者
と
し
て
溜
詰
譜
代
へ
の
仲
立
ち
を
期
待
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
又
先
々
に
再
役

も
あ
り
え
た
こ
と
は
、
堀
田
が
ま
さ
に
典
型
で
次
に
は
酒
井
も
そ
の
可
能
性
が
あ
り
、
阿
部
が
病
に
倒
れ
る
直
前
に
殿
席
を
帝
鑑
間
に
移

さ
れ
て
政
務
へ
の
復
帰
が
降
格
と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
⽛
席
直
り
⽜、
こ
の
先
お
そ
ら
く
は
所
司
代
に
⽛
轉
役
と
申
風
聞
⽜
が
流
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
（
114
）。
実
は
元
年
五
月
の
参
府
か
ら
こ
こ
に
い
た
る
ま
で
に
凡
そ
三
年
、
ま
ず
は
将
軍
代
替
わ
り
の
⽛
日
光
御
名
代
⽜
を
割
り

振
ら
れ
て
そ
の
処
遇
に
同
席
先
任
の
不
満
を
招
き
（
115
）、
以
降
も
な
お
在
府
を
求
め
ら
れ
て
そ
の
ま
ま
に
右
の
年
数
を
へ
る
こ
と
に
な
る
。
扱

い
に
は
何
ら
か
の
含
み
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
、
二
年
の
就
封
前
四
月
に
阿
部
か
ら
⽛
御
人
少
に
付
き
御
暇
被
下
間
敷
⽜
と
在
府
継
続

を
伝
え
ら
れ
た
の
は
（
116
）京
都
警
衛
を
命
じ
ら
れ
て
か
ら
お
よ
そ
半
年
後
、
京
都
近
く
の
国
元
で
は
な
く
江
戸
に
あ
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
た
の

は
お
そ
ら
く
理
由
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
九
月
を
迎
え
て
京
都
町
奉
行
所
の
調
査
行
と
な
っ
た
時
、
小
浜
酒
井
か
ら
⽛
御
出
役
五
人

様
⽜
が
出
張
っ
て
そ
れ
な
り
の
対
応
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
（
117
）、
そ
の
意
味
で
示
唆
的
で
あ
る
。
同
家
で
は
翌
月
下
旬
に
藩
士
の
家
禄
削
減
へ

と
踏
み
出
す
が
（
118
）、
そ
れ
が
開
削
費
用
の
捻
出
を
も
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
こ
の
点
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
二
月

の
御
所
再
建
⽛
御
手
伝
⽜
は
相
方
の
⽛
郡
山
様
⽜
柳
沢
と
も
ど
も
そ
の
負
担
を
免
除
さ
れ
、
別
途
⽛
堀
割
⽜
開
削
に
向
け
て
の
費
用
負
担

が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。

お
よ
そ
半
年
を
へ
た
三
年
末
、
所
司
代
か
ら
京
都
町
奉
行
所
に
開
削
等
着
工
が
伝
え
ら
れ
る
と
、
井
伊
主
従
は
そ
の
阻
止
に
向
け
て
京

都
の
関
白
や
所
司
代
そ
の
他
へ
、
さ
ら
に
江
戸
の
枢
機
要
路
一
部
に
も
働
き
か
け
、
表
立
っ
た
異
議
立
て
に
踏
み
出
そ
う
と
す
る
。
し
か

し
、
江
戸
で
は
伝
手
筋
か
ら
⽛
福
山
（
阿
部
）
よ
り
若
州
え
之
内
話
之
趣
も
薄
々
傳
承
り
候
處
、
御
趣
意
強
く
候
様
ニ
御
噂
も
有
之
由
⽜

が
伝
え
ら
れ
（
119
）、
堀
田
を
含
む
要
路
筋
か
ら
慎
重
論
が
相
次
い
で
様
子
見
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
阿
部
の
強
勢
が
目
を
引
く
中
（
120
）、
井
伊
が
意
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識
し
て
避
け
て
き
た
不
満
や
危
惧
、
従
っ
て
又
対
抗
の
気
組
み
を
漏
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
（
121
）、
ま
さ
に
こ
れ
に
つ
れ
て
で
あ
っ
た
。

注（
⚑
）
⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
七
巻
二
〇
〇
～
四
頁
。
な
お
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
四
〇
八
～
一
四
頁
を
参
照
。

（
⚒
）
維
新
史
料
綱
要
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
以
下
ISD
B
と
略
す
）
安
政
三
年
一
月
二
五
日
結
城
寅
寿
の
条
イ
メ
ー
ジ
〇
〇
〇
八
～
〇
〇
一
三
。
な
お
一
部
は
五
月

の
処
分
者
と
重
複
す
る
。

（
⚓
）
⽝
天
保
明
治

水
戸
見
聞
実
記
⽞（
坂
井
四
郎
兵
衛
編
、
明
治
二
七
年
／
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
以
下
K
D
C
と
略
す
）
二
四
～
五
頁
。

（
⚔
）
山
川
菊
栄
⽝
覚
書

幕
末
の
水
戸
藩
⽞（
岩
波
書
店
・
文
庫
版
）
一
五
一
～
八
頁
を
参
照
。
な
お
、
文
中
で
は
折
々
に
関
係
者
個
々
の
動
き
が
平
易
か
つ
公

平
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
⚕
）
⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
七
巻
二
〇
四
頁
。

（
⚖
）
⽝
橋
本
景
岳
全
集
⽞（
日
本
史
籍
協
会
叢
書
）
第
一
巻
一
二
五
～
六
頁
を
参
照
。

（
⚗
）
（
⚙
）
同

前

一
三
六
頁
、
一
三
九
頁
、
一
四
一
頁
、
一
四
六
頁
。

（
⚘
）
⽝
故
老
實
歴

水
戸
史
談
⽞（
高
瀬
真
卿
、
明
治
三
八
年
／
K
D
C）
一
〇
一
頁
、⽝
幕
末
の
水
戸
藩
⽞
一
五
四
～
八
頁
参
照
。

（
10
）
⽝
橋
本
景
岳
全
集
⽞
第
一
巻
一
七
七
頁
。

（
11
）
⽛
鈴
木
藤
吉
郎
由
緒
之
事
⽜⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
七
巻
四
六
〇
頁
。

（
12
）
ホ
ッ
ブ
ス
⽝
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
一
）⽞（
水
田

洋
訳
、
岩
波
書
店
・
文
庫
版
）
二
〇
九
頁
／
参
照
ʠ
LEV
IA
T
H
A
N
T
H
E
EN
GLISH
A
N
D
LA
T
IN

T
EX
T
S⼱
edited
by
N
O
EL
M
A
LCO
LM
。

（
13
）
⽝
日
本
思
想
大
系
第
五
六
巻

幕
末
政
治
論
集
⽞（
昭
和
五
六
年
）
の
⽛
水
戸
内
奏
書
⽜
解
題
（
七
三
頁
）
ま
た
同
書
所
収
の
佐
藤
誠
三
郎
⽛
幕
末
に
お
け

る
政
治
的
対
立
の
特
質
⽜
五
七
二
～
三
頁
、
吉
田
常
吉
⽝
安
政
の
大
獄
⽞（
平
成
三
年
）
一
五
四
～
六
頁
・
二
一
〇
～
一
頁
。
た
だ
し
佐
藤
論
文
は
、
斉
昭
を

含
む
雄
藩
藩
主
層
全
体
の
朝
廷
入
説
を
取
り
上
げ
て
攘
夷
論
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
憶
測
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
と
は
別
に
敵
対

関
係
の
中
で
⽛
陰
謀
論
⽜
が
優
勢
と
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
問
題
と
す
る
。

（
14
）
こ
の
間
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
よ
り
⽝
水
戸
藩
史
料
⽞
上
編
乾
の
言
及
（
六
四
〇
～
六
五
八
頁
）

が
そ
の
大
筋
を
告
げ
、
以
降
は
こ
れ
が
通
説
的
な
理
解
と
な
っ
て
今
日
に
い
た
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
同
書
で
は
日
本
海
測
量
・
領
事
駐
在
・
外
国
人
居
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住
の
対
米
交
渉
三
案
件
を
め
ぐ
る
閣
内
対
立
と
こ
れ
を
契
機
に
阿
部
が
斉
昭
の
後
押
し
を
受
け
て
枢
機
の
改
編
に
踏
み
出
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
だ
が
行

論
で
触
れ
る
よ
う
に
、
史
料
を
細
か
に
追
い
か
け
る
と
、
ど
う
や
ら
前
年
半
ば
過
ぎ
か
ら
別
案
件
を
き
っ
か
け
に
枢
機
内
部
の
対
立
と
綱
引
き
が
は
じ
ま
っ

て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
解
釈
の
上
乗
せ
が
必
要
に
思
え
る
。

（
15
）
安
政
二
年
七
月
二
六
日
⽛
水
戸
前
中
納
言
殿
、
平
川
口
よ
り
御
登
城
⽜（⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
六
巻
五
〇
〇
頁
）。
行
論
で
以
下
に
引
用
す
る
⽛
近
頃
は
月
々

三
度
登
城
⽜
は
⽛
六
ノ
日
⽜（⽝
水
戸
藩
史
料
⽞
上
編
乾
三
九
一
頁
）
と
さ
れ
て
お
り
、
当
日
は
定
例
の
登
城
日
で
あ
っ
た
が
、
前
日
二
五
日
よ
り
松
平
乗
全

が
引
き
籠
も
り
、
翌
日
二
七
日
よ
り
松
平
忠
固
が
引
き
籠
も
り
、
次
に
そ
の
ま
ま
八
月
四
日
に
両
松
平
⽛
右
願
之
通
御
役
御
免
⽜、
翌
五
日
は
定
例
外
で
あ
っ

た
が
⽛
今
日
水
戸
前
中
納
言
殿
登
城
⽜
と
な
る
（⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
六
巻
五
七
一
頁
）。

（
16
）
八
月
十
四
日
⽛
水
戸
前
中
納
言
殿
、
平
川
口
よ
り
御
登
城
、
於
御
座
間
、
御
対
顔
被
仰
付
候
趣
⽜
で
、
以
上
に
引
用
す
る
⽛
仰
出
⽜
と
な
る
（
前
掲
書
五

七
七
～
八
頁
）。

（
17
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
二
〇
五
頁
。

（
18
）
同

前

二
〇
七
～
八
頁
。

（
19
）
⽝
水
戸
藩
史
料
⽞
上
編
乾
一
四
四
頁
。
大
名
上
書
は
藤
堂
和
泉
守
高
㛺
の
そ
れ
で
彼
は
外
様
だ
が
、
斉
昭
は
⽛
同
人
は
御
譜
代
席
筆
頭
に
も
有
之
⽜
と
記
し
、

安
政
二
年
一
月
一
日
の
家
定
出
御
の
際
に
は
譜
代
諸
大
名
に
列
し
て
⽛
御
盃
頂
戴
⽜
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
今
の
と
こ
ろ
よ
く
分
か
ら
な
い
。

な
お
そ
の
上
書
は
⽝
幕
末
外
国
関
係
文
書
⽞
第
三
巻
二
〇
〇
～
一
頁
。
ま
た
当
時
の
藤
堂
高
㛺
の
評
判
に
つ
い
て
は
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
三
巻
二
四
二
～
三

頁
。

（
20
）
⽝
水
戸
藩
史
料
⽞
上
編
乾
一
四
八
～
九
頁
。
先
立
っ
て
の
議
論
に
つ
い
て
は
同
前
一
四
三
頁
以
降
を
参
照
。

（
21
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
三
巻
三
五
三
頁
。

（
22
）
井
伊
と
松
平
容
保
と
の
親
し
い
関
係
に
つ
い
て
は
、⽝
安
政
の
大
獄
⽞
八
〇
～
一
頁
を
参
照
。
ま
た
両
者
両
家
が
海
防
⽛
不
案
内
⽜
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
⽝
徳
川
斉
昭
・
伊
達
宗
城
往
復
書
翰
集
⽞〔
河
内
八
郎
編
、
一
九
九
三
年
〕
二
八
四
頁
を
参
照
。

（
23
）
九
月
頃
に
ま
と
め
た
台
場
の
築
造
反
対
の
上
書
案
は
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
三
巻
二
二
九
～
三
二
頁
。
反
対
は
、
急
場
の
工
事
で
崩
壊
破
損
の
不
安
を
残
す

と
い
う
点
に
始
ま
り
、
主
に
は
内
海
が
⽛
干
潟
遠
浅
之
場
所
⽜
で
軍
艦
の
接
近
は
困
難
と
い
う
点
を
論
拠
と
す
る
が
、
要
は
前
々
年
の
嘉
永
三
年
八
月
に
勘

定
奉
行
石
河
政
平
を
中
心
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
江
戸
湾
視
察
、
こ
れ
に
よ
る
防
備
体
制
の
現
状
維
持
論
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
（⽛
近
海
巡
視
の

具
申
⽜⽝
陸
軍
歴
史
Ⅱ
⽞⽝
勝
海
舟
全
集
⽞〔
勁
草
書
房
〕
第
一
六
巻
三
一
三
・
三
二
三
頁
等
）。
な
お
、
行
論
で
後
に
述
べ
る
大
坂
湾
の
内
海
防
備
案
は
、
派

遣
さ
れ
た
勘
定
奉
行
の
川
路
聖
謨
が
前
年
視
察
し
て
程
な
く
閑
職
に
ま
わ
さ
れ
た
石
河
政
平
の
後
を
受
け
て
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
も
又
湾
内
遠
浅
を
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斟
酌
し
た
上
で
の
簡
便
な
砲
台
整
備
と
小
型
船
整
備
の
プ
ラ
ン
と
な
っ
て
い
る
（⽝
幕
末
外
国
関
係
文
書
⽞
第
一
三
巻
九
五
～
一
〇
三
頁
）。

（
24
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
三
巻
二
二
七
～
八
頁
。

（
25
）
同

前

二
五
二
頁
。
阿
部
か
ら
内
海
台
場
預
か
り
⽛
持
場
替
之
義
⽜
の
意
向
問
い
合
わ
せ
が
な
さ
れ
、
実
質
的
な
慫
慂
が
あ
っ
た
こ
と
は
例
え
ば
同

前
二
三
五
頁
を
参
照
。
決
定
前
は
そ
の
問
い
合
わ
せ
が
繰
り
返
さ
れ
、
相
当
な
政
治
的
圧
力
が
加
え
ら
れ
た
が
、
井
伊
が
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

（
26
）
同

前

二
三
七
～
八
頁
。

（
27
）
同

前

二
四
五
～
六
頁
。。

（
28
）
⽝
幕
末
外
交
関
係
文
書
⽞
第
三
巻
五
九
一
頁
、
第
二
巻
三
一
二
～
九
頁
。
た
ヾ
し
第
二
巻
所
収
の
川
越
松
平
建
白
は
主
に
海
岸
武
備
の
拡
充
を
説
く
。

（
29
）
⽝
幕
末
外
交
関
係
文
書
⽞
第
二
巻
二
五
五
～
九
頁
、
ま
た
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
三
巻
二
〇
〇
～
二
一
一
頁
を
参
照
。

（
30
）
⽝
会
津
松
平
家
譜
⽞（
飯
沼
関
弥
、
昭
和
一
三
年
／
K
D
C）
二
二
四
頁
。
な
お
今
の
と
こ
ろ
引
用
し
た
要
約
紹
介
の
み
で
上
書
そ
れ
自
体
は
確
認
で
き
ず
、

⽝
幕
末
外
交
関
係
文
書
⽞
や
⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
五
巻
⽛
諸
家
上
書
⽜
分
冊
等
に
掲
載
は
な
い
。

（
31
）
⽝
水
戸
藩
史
料
⽞
上
編
乾
二
四
五
～
六
頁
。
な
お
引
用
文
中
の
括
弧
は
筆
者
に
よ
る
。

（
32
）
⽝
幕
末
外
交
関
係
文
書
⽞
第
一
三
巻
二
八
九
～
九
一
頁
、⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
一
九
五
頁
。

（
33
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
二
〇
五
頁
。

（
34
）
⽝
水
戸
藩
史
料
⽞
上
編
乾
五
三
～
四
頁
、
四
九
頁
。

（
35
）
⽝
幕
末
外
交
関
係
文
書
⽞
第
三
巻
五
九
一
～
二
頁
。

（
36
）
⽝
水
戸
藩
史
料
⽞
上
編
乾
六
五
二
頁
。

（
37
）
⽝
昨
夢
紀
事
⽞
第
一
巻
三
三
六
頁
。

（
38
）
同

前

三
一
七
頁
。

（
39
）
同

前

四
〇
〇
頁
。
ま
た
⽝
水
戸
藩
史
料
⽞
上
編
乾
七
九
六
～
七
頁
を
参
照
。

（
40
）
同

前

三
九
四
頁
。
な
お
同
様
の
発
言
は
早
く
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
政
務
参
与
と
さ
れ
て
か
ら
も
堀
田
再
任
の
一
〇
月
中
旬
か
ら
そ
の
発
言
が

目
立
つ
よ
う
に
な
る
（
同

前

三
一
七
頁
）。

（
41
）
⽝
水
戸
藩
史
料
⽞
上
編
乾
七
五
九
頁
。

（
42
）
⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
七
巻
八
二
頁
。
な
お
同
書
一
三
八
頁
は
、
二
月
二
五
日
付
で
⽛
水
戸
前
中
納
言
⽜
へ
の
⽛
歳
暮
之
御
内
書
⽜
交
付
を
記
す
が
、
こ
れ
は
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あ
く
ま
で
⽛
使
者
⽜
へ
の
交
付
で
あ
っ
た
ろ
う
。

（
43
）
同

前

四
〇
～
一
頁
、
四
九
頁
。

（
44
）
同

前

八
五
頁
、
一
〇
九
頁
。

（
45
）
同

前

一
八
頁
。
ま
た
注
（
48
）
を
参
照
。

（
46
）
同

前

一
〇
六
頁
、
一
〇
七
頁
、
一
一
三
頁
。

（
47
）
⽝
昨
夢
紀
事
⽞
第
一
巻
四
四
〇
頁
。

（
48
）
⽝
斉
彬
公
史
料
⽞（
鹿
児
島
県
史
料
版
、
以
下
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
）
第
二
巻
一
八
七
項
［
梵
鐘
鋳
換
停
止
嘆
願
］（
三
八
四
～
四
〇
五
頁
）
に
所
収
の
［
斉

昭
公
親
筆
］。
当
時
か
ら
多
少
の
間
を
お
い
て
斉
昭
が
斉
彬
に
一
封
を
送
る
が
、
斉
彬
か
ら
の
返
信
は
な
く
、
伊
達
宗
紀
を
間
に
挟
ん
で
事
情
確
認
の
ゴ
タ
つ

き
が
生
じ
る
（⽝
徳
川
斉
昭
・
伊
達
宗
城
往
復
書
翰
集
⽞
三
五
〇
頁
）。
所
収
の
［
斉
昭
公
親
筆
］
は
そ
の
折
の
書
信
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ

確
認
は
で
き
ず
、
と
り
あ
え
ず
補
足
し
て
お
き
た
い
。

（
49
）
⽝
水
戸
藩
史
料
⽞
上
編
乾
五
九
三
～
六
〇
九
頁
を
参
照
。

（
50
）
⽝
斉
彬
公
史
料
⽞
第
二
巻
四
〇
五
四
〇
四
～
五
頁
。

（
51
）
⽝
水
戸
藩
史
料
⽞
上
編
乾
六
一
九
～
二
〇
頁
。
な
お
、
こ
こ
に
い
た
る
と
実
施
要
領
は
か
な
り
緩
和
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、⽛
万
石
以
上
⽜
の
大
名
は
勿
論

の
こ
と
、
そ
れ
以
下
の
旗
本
に
お
い
て
す
ら
知
行
地
で
の
裁
量
と
実
行
が
可
能
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
差
し
当
た
り
は
諸
藩
が
幕
府
の
実
施
を
範
例
と

し
て
窺
う
成
り
行
き
と
な
っ
た
が
、
江
戸
の
震
災
は
そ
の
実
施
を
先
送
り
さ
せ
、
三
年
一
月
の
下
旬
に
い
た
っ
て
な
お
斉
昭
が
⽛
御
調
中
と
ハ
相
見
え
候
共
、

何
レ
其
中
ニ
ハ
可
被
仰
出
歟
⽜（⽝
昨
夢
紀
事
⽞
第
一
巻
三
九
六
～
七
頁
）
と
記
す
よ
う
な
成
り
行
き
と
な
る
。
も
は
や
軟
着
陸
は
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
、
府

内
で
は
寺
社
奉
行
安
藤
信
正
の
掛
差
配
に
よ
り
各
寺
院
の
申
し
立
て
を
聴
取
す
る
措
置
が
と
ら
れ
、よ
う
や
く
四
月
に
江
戸⽛
十
一
寺
⽜の
梵
鐘
供
出
と
な
っ

て
一
段
落
を
告
げ
る
（⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
七
巻
一
八
九
頁
）。
行
論
で
述
べ
る
よ
う
な
⽛
僧
侶
⽜
ら
の
⽛
さ
わ
ぎ
た
ち
⽜
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
ろ
う
。
な
お
、

毀
鐘
鋳
砲
が
一
斉
の
実
行
と
な
れ
ば
ど
の
位
の
規
模
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
は
当
時
の
⽝
戯
算
法
⽞
と
題
す
る
算
術
風
刺
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
推
定
に
よ

れ
ば
、⽛
諸
国
寺
院
本
寺
⽜
や
⽛
古
来
之
名
器
⽜
を
除
く
毀
鐘
対
象
の
寺
院
は
⽛
五
十
二
万
八
千
六
百
五
十
六
⽜、
こ
れ
に
よ
る
鋳
砲
は
大
砲
⽛
五
百
二
十
八

万
⽜、
小
銃
⽛
二
千
百
十
四
万
⽜
を
越
え
る
数
と
弾
か
れ
る
（⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
七
巻
七
九
～
八
〇
頁
）。

（
52
）
⽝
斉
彬
公
史
料
⽞
第
二
巻
三
八
四
頁
、
四
〇
一
頁
。

（
53
）
⽝
懐
舊
記
事
⽞（
濱
野
章
吉
編
、
明
治
三
二
年
／
K
D
C）
六
七
一
頁
。

（
54
）
⽝
斉
彬
公
史
料
⽞
第
二
巻
四
〇
二
頁
。
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（
55
）
ISD
B
安
政
三
年
一
月
二
五
日
結
城
寅
寿
等
の
条
イ
メ
ー
ジ
〇
〇
三
一
～
二
、⽝
昨
夢
紀
事
⽞
第
一
巻
三
四
四
～
五
頁
。

（
56
）（
59
）
ISD
B
安
政
三
年
一
月
二
五
日
結
城
寅
寿
等
の
条
イ
メ
ー
ジ
〇
〇
三
八
～
〇
〇
四
五
。

（
57
）（
60
）（
62
）
⽝
懐
舊
記
事
⽞
六
六
九
～
七
一
頁
。

（
58
）
⽝
幕
末
の
水
戸
藩
⽞
二
三
八
頁
。

（
61
）
⽝
昨
夢
紀
事
⽞
第
一
巻
三
九
一
頁
。

（
63
）
⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
七
巻
一
二
〇
～
一
頁
。

（
64
）
⽝
昨
夢
紀
事
⽞
第
一
巻
四
〇
五
頁
。

（
65
）
例
え
ば
、
斉
昭
は
⽛
第
一
閣
（
堀
田
）
云
々
、
是
は
溜
詰
相
勤
、
高
松
と
懇
意
ニ
候
半
故
高
松
の
方
を
尤
と
存
候
半
⽜（⽝
昨
夢
紀
事
⽞
第
一
巻
四
二
三
～

四
頁
）
と
の
憶
測
を
語
り
、
あ
る
い
は
⽛
近
頃
連
枝
高
松
よ
り
の
頼
ニ
て
一
閣
互
ニ
出
会
有
之
よ
し
⽜
と
の
伝
聞
を
記
す
（
同
前
四
五
一
頁
）。
又
、
そ
の
頃
、

左
内
も
お
そ
ら
く
は
水
戸
藩
邸
か
ら
の
⽛
伝
聞
⽜
と
し
て
⽛
第
一
閣
ト
讃
州
と
近
来
益
入
魂
之
為
體
、
幕
よ
り
も
親
族
同
様
往
来
有
之
候
て
不
苦
旨
内
命
有

之
候
由
⽜
と
国
元
に
報
知
す
る
（⽝
橋
本
景
岳
全
集
⽞
第
一
巻
二
七
頁
）。
ち
な
み
に
、
高
松
の
松
平
頼
胤
は
家
斉
の
娘
を
正
室
と
す
る
姻
戚
筋
で
あ
っ
て
実

際
の
家
定
⽛
親
族
⽜
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
上
で
な
お
⽛
親
族
同
様
往
来
有
之
候
て
不
苦
旨
内
命
⽜
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
行
論
で
後
述
す
る
よ
う
な

家
政
向
き
の
事
情
が
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
阿
部
に
関
係
し
て
は
、
斉
昭
さ
へ
⽛
勢
州
（
阿
部
）
よ
り
拙
老
（
斉
昭
）
迄
書
通
有
之
候
處
、
全

く
姧
人
の
説
信
用
の
書
ニ
候
得
共
…
…
⽜
と
の
受
け
と
め
様
を
す
る
よ
う
に
な
り
（⽝
昨
夢
紀
事
⽞
第
一
巻
四
一
〇
頁
）、
そ
れ
故
に
ま
た
周
辺
に
も
あ
れ
こ

れ
の
憶
測
が
広
が
る
。

（
66
）
同

前

四
〇
三
頁
、
四
三
九
頁
。

（
67
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
三
巻
三
三
〇
～
一
頁
。

（
68
）
⽝
孝
明
天
皇
紀
⽞
第
二
巻
二
一
〇
～
二
五
頁
、
所
司
代
⽛
脇
坂
安
宅
日
記
⽜
に
よ
る
被
害
総
数
及
び
火
災
の
概
略
に
つ
い
て
は
同
書
二
一
九
～
二
二
頁
。
又

⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
三
巻
三
五
一
～
二
頁
を
参
照
。

（
69
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
三
巻
三
五
三
頁
。

（
70
）
同

第
四
巻
三
二
六
～
七
頁
。

（
71
）
同

前

三
四
四
～
五
頁
。

（
72
）
同

前

三
七
二
頁
。

（
73
）
⽝
橋
本
景
岳
全
集
⽞
第
一
巻
一
五
〇
頁
。
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（
74
）
同

前

一
二
六
頁
、
八
一
頁
。

（
75
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
三
七
一
～
三
頁
。

（
76
）
⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
七
巻
五
二
頁
、
六
三
～
五
頁
。
前
田
斉
泰
は
家
斉
娘
が
正
室
で
将
軍
家
定
の
姻
戚
筋
に
当
た
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
縁
も
あ
っ
て
当
人
限

り
と
し
て
⽛
出
格
之
思
召
を
以
、
被
任
中
納
言
候
⽜
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
昇
進
は
武
家
の
慣
例
に
よ
り
さ
し
あ
た
り
は
定
員
外
の
権
官
、
権
中
納
言
へ
の
任

命
で
あ
る
。

（
77
）
同

前

第
七
巻
七
五
頁
・⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
三
四
四
～
三
四
六
頁
。

（
78
）
蜂
須
賀
斉
裕
は
家
斉
実
子
で
将
軍
家
定
の
叔
父
、
外
様
な
が
ら
殿
席
は
家
門
の
大
廊
下
で
一
二
月
上
旬
に
そ
の
嫡
子
へ
の
松
平
賜
姓
が
⽛
仰
出
⽜
さ
れ
た

（⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
七
巻
四
四
頁
）。

（
79
）
江
戸
湾
台
場
造
築
費
用
の
転
用
で
急
場
に
対
応
し
、
続
い
て
は
商
人
へ
の
御
用
金
課
金
が
行
わ
れ
た
（⽝
徳
川
制
度
⽞［
岩
波
書
店
、
文
庫
版
］
下
巻
二
六

四
～
七
頁
）。

（
80
）
年
末
の
二
九
日
、
江
戸
城
や
社
寺
霊
屋
、
街
道
筋
等
の
震
災
被
害
に
つ
い
て
各
大
名
家
に
⽛
御
手
伝
⽜
を
求
め
る
の
が
慣
例
の
と
こ
ろ
、
今
回
は
そ
れ
が

免
除
さ
れ
る
旨
の
布
令
が
出
さ
れ
（⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
七
巻
七
六
頁
）、
そ
れ
と
と
も
に
翌
三
〇
日
に
は
京
都
御
所
⽛
御
普
請
御
手
伝
⽜
の
一
四
家
に
対
し

て
右
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
れ
が
そ
の
例
外
中
の
例
外
で
あ
る
こ
と
が
念
押
し
さ
れ
た
（⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
三
四
六
～
七
頁
）。

（
81
）
前
田
斉
泰
が
老
職
に
財
源
の
手
当
を
求
め
た
一
文
か
ら
は
、
藩
邸
の
評
議
が
分
か
れ
て
よ
う
や
く
⽛
何
れ
御
手
伝
逃
れ
難
き
模
様
に
相
聞
え
、
遮
而
願
出

候
方
可
然
⽜
と
の
判
断
が
ま
さ
り
、⽛
内
願
⽜
し
て
の
⽛
上
納
⽜
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（⽝
加
賀
藩
史
料

幕
末
編
上
巻
⽞
七
五
三
～
四
頁
）。⽛
御
手
伝

逃
れ
難
き
模
様
⽜
と
は
、
公
家
上
層
と
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
か
ら
か
（
次
に
触
れ
る
蜂
須
賀
斉
裕
と
同
様
に
関
白
鷹
司
政
通
の
親
戚
─
姻
戚
筋
に
あ
た

り
、
京
都
守
護
の
拝
命
を
画
策
し
た
と
の
噂
も
流
れ
て
い
た
〔⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
三
巻
三
七
五
～
六
頁
〕）、
し
か
し
お
そ
ら
く
は
そ
れ
に
も
ま
し
て
江
戸
で

官
位
昇
進
等
の
働
き
か
け
に
出
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
将
軍
の
代
替
わ
り
に
と
も
な
う
近
縁
筋
の
処
遇
が
こ
の
年
ま
で
繰
り
延
べ
さ
れ
、
震
災
に
も
拘
わ
ら

ず
暮
れ
に
そ
の
実
施
と
な
っ
た
時
、
御
三
家
は
勿
論
の
こ
と
、
外
様
の
血
縁
や
姻
戚
の
間
に
も
エ
ン
ト
リ
ー
を
競
り
合
う
よ
う
な
動
き
が
生
ま
れ
て
い
た
。

斉
昭
実
子
の
一
連
の
慶
事
が
前
者
の
現
れ
だ
と
す
れ
ば
、
後
者
に
あ
っ
て
は
、
注
（
78
）
で
触
れ
た
よ
う
に
蜂
須
賀
斉
裕
が
嫡
子
へ
の
松
平
賜
姓
を
取
り
つ

け
て
殿
席
大
廊
下
継
承
の
道
筋
を
つ
け
よ
う
と
し
て
お
り
、
家
斉
の
娘
を
正
室
と
し
た
斉
泰
も
特
例
昇
進
⽛
仰
出
⽜
の
文
言
や
そ
の
後
の
威
儀
格
式
を
め
ぐ

る
交
渉
か
ら
推
し
て
明
ら
か
に
今
一
段
の
処
遇
を
模
索
し
て
い
た
。
阿
部
は
こ
れ
ら
に
応
じ
て
⽛
御
手
伝
⽜
の
受
諾
を
と
り
つ
け
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り

で
は
ま
さ
し
く
⽛
前
以
御
昇
進
之
御
沙
汰
等
無
如
才
御
仕
方
⽜
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
藩
邸
の
こ
う
し
た
動
き
と
は
別
に
、
加
賀
藩
に
お
い
て
は
財
務

筋
が
一
連
の
経
費
膨
張
を
う
け
て
⽛
大
坂
表
に
而
十
万
両
調
達
⽜
等
で
商
人
交
渉
を
重
ね
て
お
り
（⽝
加
賀
藩
史
料

幕
末
編
上
巻
⽞
七
八
九
～
九
〇
頁
）、
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こ
れ
が
ど
う
い
っ
た
動
き
と
つ
な
が
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
後
述
の
⽛
堀
割
⽜
開
削
問
題
と
の
つ
な
が
り
を
も
想
像
さ
せ
る
。

（
82
）（
84
）
⽝
橋
本
景
岳
全
集
⽞
第
一
巻
一
三
一
頁
。

（
83
）
⽝
昨
夢
紀
事
⽞
第
一
巻
四
四
〇
～
一
頁
・
四
四
八
～
九
頁
。

（
85
）
⽝
橋
本
景
岳
全
集
⽞
第
一
巻
一
二
六
頁
。

（
86
）
同

前

一
三
六
～
七
頁
。

（
87
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
二
二
四
～
二
二
五
頁
、
二
五
〇
～
二
頁
、
二
五
九
～
二
六
八
頁
。

な
お
九
月
末
の
京
都
町
奉
行
所
⽛
見
分
⽜
に
は
既
に
⽛
若
州
様
（
小
浜
藩
酒
井
忠
義
）
よ
り
御
出
役
両
人
御
附
添
竝
京
都
御
頭
衆
貳
人
御
見
分
先
ニ
御
加

り
被
成
候
由
⽜
と
の
地
元
筋
の
⽛
申
立
⽜
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
〇
月
の
国
元
の
筋
奉
行
（
郡
奉
行
と
ほ
ゞ
同
じ
、
彦
根
で
は
南
・
中
・
北
の
筋

奉
行
が
藩
内
統
治
を
担
当
）
か
ら
藩
邸
へ
の
用
状
に
は
、⽛
一
昨
年
以
来
其
筋
へ
御
内
問
⽜
に
動
い
て
き
た
が
、
こ
こ
に
来
て
京
都
町
奉
行
所
⽛
見
分
⽜
を
追

う
と
、
や
は
り
小
浜
藩
酒
井
家
が
⽛
目
論
見
候
根
元
⽜
で
は
な
い
か
と
す
る
。

（
88
）
同

前

二
六
〇
頁
、
三
四
九
頁
。

（
89
）
同

前

三
八
二
～
五
頁
。

（
90
）
ISD
B
安
政
三
年
四
月
二
八
日
の
条
イ
メ
ー
ジ
一
〇
三
〇
～
一
。

（
91
）
同

安
政
四
年
四
月
二
八
日
の
条
イ
メ
ー
ジ
〇
八
二
四
～
五
・
〇
八
三
一
二
。
ま
た
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
五
巻
一
六
四
～
五
頁
。

（
92
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
三
巻
四
三
九
頁
。

（
93
）（
95
）
⽝
続
徳
川
実
紀
⽞（
新
訂
増
補

国
史
大
系
）
第
一
篇
二
三
頁
、
第
二
篇
三
三
八
頁
。

（
94
）
安
政
元
年
正
月
五
日
に
⽛
京
都
江
御
出
立
⽜、
二
月
一
八
日
帰
府
⽛
御
目
見
⽜
で
⽛
正
四
位
下
⽜
に
昇
格
と
な
る
（⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
六
巻
九
五
、
一
一

二
頁
）。

（
96
）
朝
廷
に
は
所
司
代
─
伝
奏
を
通
じ
て
普
請
⽛
御
用
⽜
の
⽛
面
々
⽜
が
伝
え
ら
れ
、
改
め
て
⽛
禁
裏
ヨ
リ
拝
領
物
之
儀
⽜
の
手
配
と
な
る
（⽝
孝
明
天
皇
紀
⽞

第
二
巻
五
二
二
～
四
頁
）。

（
97
）
安
政
四
年
四
月
時
の
改
め
て
の
任
命
の
折
に
は
、
井
伊
に
対
し
て
拝
命
あ
っ
て
多
忙
の
旨
を
語
り
、
同
時
に
⽛
正
四
位
上
⽜
へ
の
昇
格
を
受
け
た
こ
と
を

伝
え
て
い
る
（⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
五
巻
一
六
五
頁
）。
な
お
こ
の
折
に
松
江
の
松
平
定
安
は
少
将
に
昇
進
と
な
る
（
ISD
B
安
政
四
年
四
月
二
八
日
の
条
イ

メ
ー
ジ
〇
八
二
五
）。

（
98
）（
101
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
五
六
頁
。
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（
99
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
三
巻
四
八
四
～
四
九
四
頁
。
な
お
井
伊
は
家
老
に
対
し
て
⽛
若
刕
・
郡
山
兩
家
は
御
警
衛
と
有
之
、
當
家
は
御
守
護
と
有
之
候
所
肝
要

之
義
⽜
と
し
（
同
前
五
〇
〇
頁
）、
自
ら
の
職
掌
上
の
優
位
を
明
示
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
た
。

（
100
）
原
剛
⽝
幕
末
海
防
史
の
研
究
⽞（
昭
和
六
三
年
）
二
八
～
三
一
頁
、
一
六
六
～
八
一
頁
。
な
お
、
同
書
は
内
海
砲
台
築
造
を
大
坂
城
代
へ
の
発
令
を
引
用
し

て
安
政
三
年
七
月
一
八
日
と
す
る
が
、
同
年
四
月
の
発
令
は
差
し
当
た
り
大
坂
町
奉
行
を
掛
と
し
て
の
も
の
、
お
そ
ら
く
そ
の
調
べ
を
受
け
て
大
坂
城
代
へ

の
発
令
と
な
り
、
砲
台
の
完
成
を
受
け
て
四
年
四
月
の
改
め
て
の
動
員
発
令
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
102
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
四
二
二
～
六
頁
。

（
103
）
同

前

四
三
八
～
九
頁
。
な
お
、
こ
れ
は
草
案
だ
が
、
そ
の
提
出
が
あ
っ
て
な
お
念
押
し
が
さ
れ
た
こ
と
は
翌
四
年
正
月
に
阿
部
に
宛
て
た
書
状
（
案
）

の
追
白
に
⽛
先
達
相
願
置
候
大
坂
一
義
も
御
含
置
被
下
候
御
義
と
難
有
奉
存
候
⽜
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
通
り
で
あ
る
（
同
第
五
巻
一
四
頁
）。

（
104
）
同

第
四
巻

二
六
〇
頁
・
二
六
二
頁
、
三
五
〇
頁
。

（
105
）
同

前

三
八
九
頁
、
四
〇
二
～
三
頁
。
な
お
前
年
の
安
政
二
年
は
か
な
り
の
折
衝
を
へ
て
八
月
ま
で
の
参
府
延
期
に
こ
ぎ
つ
け
て
い
た
が
三
年
の
就
封

は
定
例
の
五
月
（⽝
藤
岡
屋
日
記
⽞
第
七
巻
二
三
〇
頁
）、
四
年
参
府
は
ま
た
ぞ
ろ
八
月
で
（
同
前
六
一
二
頁
）、
こ
の
間
に
ど
の
よ
う
な
折
衝
が
あ
っ
た
の
か

は
今
の
と
こ
ろ
よ
く
分
か
ら
な
い
。

（
106
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
三
巻
二
二
〇
～
一
頁
。

（
107
）
折
か
ら
の
家
臣
上
書
に
は
、
伝
え
聞
く
こ
と
と
し
て
嘉
永
二
年
の
英
国
船
マ
リ
ナ
ー
号
来
航
時
、
漂
流
日
本
人
も
同
乗
し
て
い
て
相
手
方
も
江
戸
湾
乗
り

入
れ
が
海
運
停
止
に
つ
な
が
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
旨
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
（
同

前

二
二
三
頁
）。

（
108
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
二
〇
〇
～
四
頁
。
な
お
こ
の
家
臣
宛
の
書
信
で
は
、
阿
部
に
⽛
申
立
⽜
の
心
づ
も
り
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
現
在
は
外
様
も
含
め

て
諸
大
名
の
将
軍
へ
の
意
思
疎
通
が
困
難
で
あ
る
こ
と
へ
の
不
満
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
話
が
程
な
く
他
に
伝
わ
っ
て
堀
田
老
中
再
任
を
め
ぐ

る
井
伊
建
白
の
噂
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彦
根
藩
士
の
一
人
が
幕
府
の
遠
州
中
泉
代
官
で
あ
っ
た
林
伊
太
郎
と
交
流
を
持
ち
、
水
戸
藩
シ
ン
パ

の
⽛
有
志
⽜
連
と
の
情
報
流
通
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
年
の
暮
れ
に
林
か
ら
橋
本
左
内
に
宛
て
た
書
信
に
窺
え
る
通
り
で
あ
る
（⽝
橋
本
景
岳
全
集
⽞
第
一

巻
八
一
頁
）。

（
109
）
前
号
参
照
の
鈴
木
英
樹
⽛⽛
京
都
御
備
⽜
と
し
て
の
安
政
期
の
湖
北
通
船
開
鑿
事
業
⽜⽝
人
文
学
報
⽞
第
一
〇
四
号
（
二
〇
一
三
）
が
代
表
例
で
、
他
に
運

河
開
削
の
研
究
蓄
積
や
通
史
を
追
っ
た
上
で
そ
の
含
意
を
押
さ
え
た
も
の
と
し
て
杉
江

進
⽛
琵
琶
湖
─
敦
賀
⽛
運
河
⽜
計
画
の
再
検
討
⽜⽝
交
通
死
研
究
⽞

六
四
号
（
二
〇
〇
七
）。
な
お
彦
根
藩
の
史
料
に
拠
っ
て
は
⽝
安
政
の
大
獄
⽞
九
一
～
一
一
六
頁
が
最
も
詳
細
で
、
他
に
は
渡
辺
政
則
・
桜
井
邦
夫
⽛
敦
賀
─

湖
北
間
運
河
開
鑿
問
題
に
つ
い
て
～
井
伊
家
史
料
を
中
心
に
～
⽜⽝
駒
沢
大
学
史
学
論
集
⽞
第
八
号
（
一
七
八
七
）。
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（
110
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
四
一
五
～
六
頁
。
な
お
彦
根
藩
の
異
議
立
て
は
二
年
一
二
月
に
京
都
町
奉
行
所
に
提
出
さ
れ
た
（
同
前
三
四
九
～
五
一
頁
）。

（
111
）
近
江
東
北
の
伊
香
郡
二
村
の
庄
屋
で
彦
根
藩
筋
奉
行
の
下
で
用
掛
を
つ
と
め
る
両
名
が
⽛
通
船
路
一
件
⽜
に
つ
き
か
ね
て
か
ら
⽛
内
問
⽜
を
重
ね
て
き
た

と
し
た
上
で
京
都
町
奉
行
所
の
現
地
⽛
見
分
⽜
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
（⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
二
二
四
～
五
頁
）、
程
な
く
そ
の
後
追
い
調
査
に
動
い
て

報
告
書
三
通
を
ま
と
め
る
（
同
前
二
六
一
～
八
頁
）。
行
論
は
そ
の
三
通
の
概
略
で
あ
り
、
内
一
通
に
大
津
や
京
都
で
の
⽛
風
聞
⽜
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
112
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
二
六
三
～
四
頁
。

（
113
）
同

前

四
七
四
～
八
頁
。

（
114
）
同

第
五
巻
一
六
七
頁
。
な
お
四
年
の
年
明
け
早
々
か
ら
⽛
所
司
代
若
州
之
得
手
之
義
、
自
然
再
役
も
難
計
趣
風
聞
⽜
が
あ
っ
た
ら
し
い
（
同
前
八
三
頁
）。

（
115
）
同

第
三
巻
四
二
四
～
五
頁
。

（
116
）
ISD
B
安
政
二
年
四
月
一
五
日
条
イ
メ
ー
ジ
七
二
八
。

（
117
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
二
六
一
頁
。

（
118
）
ISD
B
安
政
二
年
一
〇
月
一
九
日
条
イ
メ
ー
ジ
四
五
一
～
七
。

（
119
）（
120
）
⽝
井
伊
家
史
料
⽞
第
四
巻
五
三
四
頁
。

（
121
）
同

第
五
巻
八
三
～
四
頁
。
襲
封
前
は
江
戸
湾
口
警
備
動
員
の
直
後
に
阿
部
へ
の
強
い
不
満
を
語
っ
て
い
た
が
（⽝
安
政
の
大
獄
⽞
一
二
～
三
頁
）、
襲
封

後
は
意
識
し
て
抑
制
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
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